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保険論の重要な隣接分野に金融論が あ る 。 ま た 、 現実の保険会社の活動 も金融業の一部

と 認識 さ れる こ と が普通であ る 。 そ こ で、 本稿では 、 保険 と 金融の 2 分野の研究や教育に

おけ る シナジーを実現する ために 、 金融論の研究や教育において どの よ う るこ保険が扱われ、

どの よ う な保険の側面に関心が持たれてい る のかを明 ら かにする 。 具体的には 、 第 1 に 、 金

融論の大学 レベルのテ キス ト で保険が どの よ う に扱われている かを 、 その取扱いの歴史的

な変化 も含めて 、 調べ る 。 第2に 、 金融研究において どの よ う な保険の側面が関心を持たれ

てい る のかを 、 日 本金融学会での報告タ イ トルを題材に して明 ら かにする 。 最後に 、 ア メ

リ カ を 中心に した世界の保険研究では経済学の影響が強い こ と が よ く 知 られてい る が 、 ど

の よ う な分野が保険研究に影響を与え 、 どの よ う な点が研究 さ れてい る のかを 、 先行研究

に基づいて紹介する 。

キ-リ- ド ( 3語以内 )

金融論、 保険論、 金融教育

1 . は じ め に

規制緩和や金融技術の発達に よ り 、 保険会社の業務 と 、 銀行や証券会社の業務 と の境界

は重なっ て き てい る 。 2009 年 6 月 に 、 ア メ リ カ政府が公表 した規制改革プラ ンでは 、 有力

保険会社について は 中央銀行の監督を受け る仕組みが提案 さ れ る な ど 、 融合化の現実を受

け入れて規制体系 を改革 し よ う と い う 動き も あ る 。

本稿は 、 保険論の隣接領域であ る金融論 (お よ び経済学) の分野で、 ｢保険｣ が どの よ う

に教育 さ れ 、 研究 さ れてい る かを 明 ら かにす る こ と を 目 的 に し てい る 。 こ の こ と を行 う 理

由 は大き く 2 つあ る と 考え る 。

第 1 に 、 実体経済の進展 と 裏腹に 、 われわれ研究者は当該分野での業績評価が決定的に

重要であ る 。 そ のため 、 当該分野の専門論文を読むのが先決で 、 隣接領域の研究成果です

ら必ず し も 十分に吸収でき ていない こ と が多い。 そ も そ も 分野が異な る と 、 方法論や用語
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法が異な り 、 比較研究を行 う こ と も それな り に手間がかかる こ と が多い。 筆者はたま た ま

金融論の研究者の 中では保険分野について も かな り の時間 を使っ て研究 してい る 。 それゆ

え 、 金融論の議論の 中か ら保険関係の議論を抽出す る 点で多少の比較優位が あ る のではな

いか と 思っ てお り 、 こ の点での貢献を試みたい と い う のが第 1 の理由 であ る 。

第 裁こ 、 多 く の金融学者や経済学者は 、 『保険が何であ る か｣ について はほ と ん ど意識せ

ず 、 む し ろ 自 明 な も の と し て研究や教育を してい る のが実際であ ろ う 。 し か し 、 彼 ら の分

析の前提にな る よ う な保険に関する先行研究が欠けていて 、 議論の基礎が不十分にな っ て

い る ケース も あ る 。 彼 ら の 関心は保険その も の の解明ではないだけに 、 学術研究上の分業

が進展する余地が残 されてい る と 言え る 。 と く に 、 現在では 、 どの程度 、 他の研究に引用 ･

参照 さ れてい る かが重要な研究評価の メ ル ク マールにな っ てい る が 、 金融 ･ 経済学者が何

を知 り たい と 思っ てい る のかが よ く わかれば、 保険に関 して有利な立場にあ る保険学者は、

多 く の研究に引用 され る よ う な研究成果を 出す こ と が容易 に な る であ ろ う 。 こ れは 、 保険

学者の学術界におけ る地位を大き く 向上 さ せる こ と に な る であ ろ う 。

こ う した 目 的 を持っ て 、 本稿では 、 具体的には 、 次の 3 つの調査を行 う こ と に した。

第 1 に 、 金融論の ｢教育｣ において保険が どの よ う に位置づけ られてい る かであ る 。 具

体的には 、 過去 50 年ほ どの 間に 出版 された 50 冊の大学 レベルの金融論の教科書か ら 、 保

険に関する記述を抽出 して分析する と い う ス タ イ ルを と っ た。

第 2 に 、 金融論の ｢研究｣ において保険の どの よ う な側面が分析対象になっ てい る かを

調べ る こ と に し た。 こ れに よ り 、 金融学者が保険の どの よ う な部分に関心を持っ てい る の

かを 明 ら かにで き る であ ろ う し 、 保険学者 と 金融学者の共同研究が発展する こ と も 期待で

き よ う 。 具体的には 、 1 970 年以降の 日 本金融学会の全国大会報告におけ る ｢保険｣ 関連の

研究を抽出する と い う 作業を行っ た。

第 3 に 、 ア メ リ カ での保険研究について先行研究を紹介する こ と に したい。 ア メ リ カ で

の保険研究は、 保険プ ロ パーの領域での研究だけでな く 、 ｢経済学｣ や ｢ フ ァ イ ナ ンス ｣ 分

野の研究の影響が大き い。 そ こ で 、 世界での経済学や金融論の分野での保険が どの よ う に

研究 されてい る かを知 る た め に 、 ア メ リ カ での研究結果を紹介する 。

2 . 大学 レベルでの金融論の教育におけ る保険

( 1 ) 教育課程におけ る保険の認識

日 本の人々 が どの よ う に ｢保険｣ の知識を吸収 し てい っ てい る かは 、 社会が持つ平均的
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な ｢保険｣ 像を知 る 上で非常に重要な こ と であ ろ う 。 そ し て 、 そ の平均像に歪みや欠落が

あ る のな ら 、 その知識吸収プ ロ セス の改善を図 っ ていかな ければな ら ない。

そ う し た問題意識か ら 、 すでにい く つ も の貴重な研究が行われて き てい る 。 最 も新 し い

研究は 、 生命保険文化セ ン タ ーが主催 さ れた ｢生活設計 と 生命保険に関する 学校教育研究

会｣ であ ろ う 。 その成果をま と めた ｢学校教育におけ る保険教育の現状 と 展望｣ ( 2 009 年 3

月 ) では 、 小学校 レベルでの保険教育に関する 分析 (近藤恵 ･ 東京 田 中短期大学准教授の

論考) 、 中学校 ･ 高等学校 レベルでの保険教育に関する分析 (尾島恭子 ･ 金沢大学准教授の

論考) 、 大学 レベルでの保険教育に関する分析 (東珠実 椙山女学園大学教授の論考) 、 お

よ び全体を総括す る分析 (堀 田-古 ･ 慶應義塾大学教授の論考) が 、 それぞれ興味深い議

論を行っ てい る 1 。

( 2 ) 大学教育におけ る金融論 と 保険論

本稿 も 同様の 問題意識か ら 、 大学での保険教育について考えてみたい。 東教授の研究 と

の違いは 、 大学におけ る 『保険｣ 関連の科 目 を分析対象にする のではな く 、 隣接領域であ

る金融論の教育において 、 保険が どの よ う に扱われてい る かを調査する こ と であ る 。

た と えば、 科学研究費の分科細 目 表には ｢保険学｣ は表示 さ れていないが 、 人文社会系

-社会科学-経営学-商学の と こ ろ の付表キー ワ ー ドに ｢ (E) 保険｣ が 明記 さ れてお り 、 保

険論は商学の重要分野 と さ れてい る 。 し た が っ て 、 商学部 ･ 経営学部で保険論の専門的な

講義が行われてい る こ と は普通であ ろ う 。 一方 、 金融論は 、 人文社会系 -社会科学-経済

学-財政学 ･ 金融論、 と い う 分科細 目 に属 してお り 、 こ の科学研究費の分科細 目 の分類上

は 、 金融論 と 保険論はかな り 遠い こ と にな っ てい る 。 し たが っ て 、 筆者は隣接領域 と 考え

てい る が 、 隣 り 合わせ と い う よ り は 、 少 し 間が あ る と い う こ と か も しれない。

た しかに 、 保険論は商学部の重要科 目 であ る こ と は間違いが ないが 、 経済学部において

は 、 保険関連の講義が用意 さ れてい る と は限 ら ない よ う であ る 。 た と えば、 図 1 に は 、 大

学基準協会の ｢経済学部のモデル ･ カ リ キ ュ ラ ム ｣ を掲げてい る が 、 ｢保険｣ と い う 名称の

付 く 科 目 は例示 されていない2。 他方で 、 経済学部の卒業生はほ と ん どが産業界 ･ 金融界に

就職 し てい き 、 保険会社に就職す る者 も 珍 し く ない。 実際 、 筆者の所属する名古屋大学経

1 小川 (2008 ) も 大学におけ る保険教育の詳 しい分析を行っ てい る 。

2 も ち ろ ん 、 大 き な経済学部では、 経済学部の 中 に商学科や経営学科を持つ こ と も あ り 、 そ

う し た大 き な経済学部では保険論の講義 も あ ろ う 。 ま た 、 モデルの 中 に あ る社会福祉は 、

年金や医療保険な どをカバーする ので 、 広い意味では保険分野の科 目 と 考え られる 。
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済学部は学生定員 200 名 ほ どの小 さ な学部であ る こ と も あ っ て 、 保険関係の講義は長 ら く

開設 されていなかっ たが 、 多数の学生が保険会社に就職 してい る 。

先に科研費の分科細 目 で見た よ う “こ 、 保険論 と 金融論は遠い関係にあ る のか も しれない。

し か し 、 筆者の個人的な経験では 、 金融論 と 保険論の両方を研究領域に し てい る研究者も

少な く ない こ と か ら 、 金融論教育の 中で保険がかな り 重要に扱われてい る か も しれない。

そ こ で 、 本稿では 、 筆者の専門領域で も あ る金融論の教育において ｢保険｣ が どの よ う るこ

扱われてい る かを調査する こ と に した。

図 1

経済学部のモデル ･ カ リ キ ュ ラ ム

00大学経済学部

単位数

学部必修 世界と 日 本間農学基ル第 , 口 政治経済学 モ □ ミク □経済学 癬黙ナ≧名離髪口 学 I 1 8
コース名 l世界と 日 本の経済 1 l現代経済と政 l 1モダンエコノミックス l

コ-ス必修 l世界窿済 81 1疑鱗凝 . 。 8 l 湖。讓難 1 緻鼾日本経済入門 I ･ II

　　　 　 　鱗麺タ分析
経済統計学 事 亞 取得すべ

経済データ分析 き単位数)

財政学 1 ･ 亞 5

労働経済学

応用 ミク ロ経済学

国際経済学 I ･ □

産業組織論 I ･ □

公共経済学 I ･ ロ

計量経済学 I ･ □
経済数学 I ･ □

ゲーム理論入門

国際金融論 I ･ □
金融論 I ･ □

6 2コース

選択科 目 日 本経済入門 I ･ IE
ミ ク ロ経済学 肛

マク ロ経済学 □

経済統計学 I 鷺 n
西洋経済史 I ･ 肛

　 　 　 　 　 　 　

ミク ロ経済学 肛

マク ロ経済学 □

経済統計学 I ･ n
西洋経済史 I ･ ロ

日 本経済史 I メ ロ

情報経済論 I ･ 肛
財政学 I ･ n

農業政策 1 ･ ロ

国際経済学 I ･ 肛

日 本経済史 1 ･ □

財政学 I ･ 肛

農業政策 I ･ 肛
経済学の歴史
現代の経済学

アジア経済 I ･ □

アメ リ カ経済 1 ･ ロ

会福祉 I ･ 肛

働政策 1 ･ 亞

ヨーロ ッパ経済 I ･ □

開発経済論 I ･ n

環境経済学 I ･ 亞
民法 I ･ 虹

金融論 I ･ 肛　 　 　 　 　　 　 　 　

( コース選択は二年次に始まる )

( 出所) 大学基準協会 ｢経 済 学 教育に関する基準｣ 資料第 59 号 2004 年 8 月 。

( 3 ) 調査方法

調査方法 と し ては 、 過去 45 年ほ どの間に 出版 された金融論の大学 レベルのテ キス ト を対

象に し て 、 ｢保険｣ が どの よ う に記述 さ れてい る か (記述 さ れていない と い う 事実も含めて )

を調べてい く こ と と し た。 まず、 Web cat P 1 u s を使い 、 ｢金融｣ を キー ワ ー ド みこ し て 、 出版

年を 1960~2008 年に制約 して検索 した と こ ろ 、 4 万を超え る ヒ ッ ト と な っ て し ま っ た。 そ
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こ で 、 主要な出版社を L 5 社ほ ど選定 し て絞 り 込みを行い 、 そ の後は 、 1 件ずつ確認 してい

っ た 。 ま た 、 それでは漏れ る も の も あ っ た こ と か ら 、 筆者の これま での金融論教育の経験

か ら気がついた も の を補足 してい く こ と と し た。

し か し 、 金融論の教科書の完全な リ ス ト を作る こ と が 目 的ではない こ と か ら 、 テ キス ト

選定作業は完全な も の と はな っ ていない。 意図せ ざ る を し て 、 重要な金融論のテ キス ト が

落ちてい る こ と が あ り 得る こ と を あ ら か じ め断っ てお き たい。

次に 、 リ ス ト ア ッ プ さ れたテ キス ト の現物の索引 を一つ一つ見てい く こ と に し た。 ｢保険｣ 、

｢生命保険 (会社) ｣ 、 ｢損害保険 (会社) ｣ の キー ワ ー ドが索引 に載っ てい る場合には 、 該当

ページの記述を さ ら に読み 、 内容を整理する と い う 作業を行っ た3。 なお 、 索引 のない も の

については 目 次か ら該当箇所を探 し てみた。 なお 、 版を重ねてい る も の は 、 た ま たま名古

屋大学の図書館で利用 でき る バージ ョ ン を使っ てお り 、 すべてのバージ ョ ン をチ ェ ッ ク し

てい る わけではない。

( 4 ) 調査結果

その結果を一覧表にま と めたのが 、 表 1 であ る 。 顕著な特徴は 、 1 9 8 7 年頃ま でに 出版 さ

れた金融論のテ キス ト では ｢保険｣ はほ と ん ど触れ られていない。 触れ られてい る と して

も 、 生命保険会社があ る と い う 程度の記述がほ と ん どであ る (表中 の△表示) 。 1 990 年前後

に 出版 されたテ キス ト で以前 よ り “ま長めの記述がみ られる よ う にな り 、 1 99 5 年以降にな る

と ｢保険｣ に あ る程度の記述を行っ てい る金融論のテ キス ト が増えてい る 。

も う 少 し詳 し く みてい く こ と に し よ う 。 1 98 8 年ま での古い時期のテ キス ト で 、 保険につ

いて比較的詳 し く 取 り 扱っ てい る 小寺 ( 1 9 69 ) では 、 ｢保険会社も生命保険あ る いは損害保

険を 目 的 と す る機関であ る が ｣ ｢金融 と し て も 大き な役割をはた し てい る 。 ｣ と 述べ 、 生命

保険会社 と 損害保険会社の資産運用残高やポー ト フ ォ リ オの構成を 、 具体的な数値で説明

し てい る 。 ま た 、 川 口 ( 1 9 79 ) では 、 ｢保険会社は｣ ｢保険料の払い込みを受け 、 事故が発

生 した場合に契約 さ れた保険金を支払 う こ と を本来の業務 と してい る 。 ｣ ｢ し か し 、 払い込

まれた保険料は事故発生に備えて積み立て られ 、 ｣ ｢保険会社は長期金融機関 と し ての側面

を持っ てい る 。 ｣ と 説明 してい る 。

1 990 年前後のテ キス ト と し て 、 塩澤 ( 1 99 1 ) を と り あ げ よ う 。 そ こ では 、 保険会社に生

保 と 損保があ る こ と 、 免許が必要であ る こ と を述べた上で 、 ｢保険商品 ･ サー ビス の提供 と

預金保険制度に関する説明 は 、 対象外 と し た。

6



騒 平成 2 1 年度 日 本保険学会大会 讓

共通論題 ｢保険概念の再検討｣

レ ジュ メ : 家森信義

い う 本源的業務の ほかに 、 産業資金の供給主体お よ び機関投資家 と し て の役割 を担っ てい

る 。 ｣ と 説明 し てい る 。 そ し て 、 生命保険会社 と 損害保険会社の資産運用 の状況についてそ

れぞれ 1 0 行程度ずつで説明 してい る 。 同時期の呉 ( 1 989 ) は 、 それ以前の金融論の教科書

と 比べ る と 格段に保険に関 し ての記述が長 く な り 、 1 ペー ジを多少超えて説明 が行われて

い る 。 保険会社に生保 と 損保が あ る こ と 、 免許が必要であ る こ と 、 資金運用 の機能が あ る

こ と 、 資産運用 の状況な どが説明 さ れてい る 。 それに加 えて 、 保険の発展の経緯 (歴史) に

ついて も 非常に簡単であ る が触れてい る 。

1 99 5 年以降にな る と 、 保険に関 して も研究 し てい る 家森の関与する も のは別に して も 、

保険に関 しての一定程度の記述が行われてい る方が普通にな っ てい る 。 扱い も数ページに

及ぶ も の も あ る 。 島村 ･ 中 島 ( 2009 ) は 、 呉 ( 1 989 ) の改訂版であ る が 、 保険に関 しての

記述が約 4 ページに も 達 してお り 、 かな り 詳 し く な っ てい る 。 岩 田 (2008 ) は 、 保険会社

の機能について説明する ほか、 ｢保険制度 と リ ス ク 回避｣ と い う 節 を設けて 、 保険制度を逆

選択やモ ラルハザー ドの観点か ら理論的に説明 してい る 。 ま た 、 前多ほか (2006 ) で も 、

保険会社 と い う ユニ ッ ト (通常のテ キス ト の節に相 当 ) を設けて 、 ①金融仲介機関 と し て

の保険会社の機能 と 役割 、 ②保険会社の資産運用 、 ③金融 自 由化 と 保険会社、 について合

計で 8 ページの説明が行われる よ う に な っ てい る 。

以上を ま と め る と 、 金融論のテ キス ト の 中で 、 保険関連の記述は時代 と と も に増 えて き

てい る 。 こ れは 、 金融論の研究関心が 、 純粋な理論的な分野か ら金融制度に広が っ て き た

こ と を反映 してい る だろ う 。 それに加 えて 、 保険会社が金融市場で大き な ウ エイ ト を 占 め

る よ う になっ た こ と や 、 保険会社の破綻が家計に影響する こ と が増 えた こ と も あ ろ う 。

ま た 、 ｢保険｣ についての記述を調べてい く と 、 当初は 、 保険会社が金融市場において大

き な役割を担っ てい る こ と (端的には運用資産の額) に関心が あ っ たが 、 1 99 0 年代後半以

降に な る と 、 家計の資産選択面で保険を取 り 上げる も のや 、 金融 自 由化の 中 での保険商品

の多様化や保険市場の競争の高ま り について説明 し てい る も の も 出て き た。

表 l

金融論教科書におけ る ｢保険｣ の記述

No 出版社 タ イ トル 編著者名
出版

年

保険関連

の記述

｣Il{ 有斐閣 金融論 新庄博 l 96 5 X
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2 東洋経済新報社 金融論入門 小寺武四郎 1 969 △

3 岩波書店 金融 館龍一郎 ･ 浜 田宏一 1 9 7 2 ×

4 有斐閣 金融論入門 田村茂ほか L 9 7 5 ×

5 中央経済社 現代の金融 山崎研治 1 978 △

6 春秋社 金融論入門 (第 2 版) 川 ロ 愼二 1 9 79 △

7 有斐閣 テ キス ト ブ ッ ク 金融論 原司郎 1 980 ×

8 荘グ ロ ウ ヒ ル好学 金融論 永谷敬三 跳2 ×
9 東洋経済新報社 金融論 山崎研治 1 98 3 ×

1 0 東洋経済新報社 金融 岩 田規久男 、 堀内昭義 1 98 3 △

1 1 有斐閣 現代金融論 則武保夫、 三木谷良一 1 984 ×

1 2 有斐閣 金融 池尾和人ほか 1 98 7 ×

1 3 日 本経済新聞社 ゼ ミ ナール現代金融入 斎藤精一郎 1 988 △

1 4 新世社 金融論 日 向野幹也 、 金谷真 1 989 ×
男 、 柳 田辰雄

1 5 東洋経済新報社 実践ゼ ミ ナール 日 本 鈴木淑夫ほか 1 989 △
の金融 と 銀行

1 6 東洋経済新報社 金融読本 (第 1 8 版) 呉文二 1 989 0

1 7 東京大学出版会 金融論 堀内昭義 1 990 ×

1 8 慶應通信 金融論 塩澤修平 1 99 1 0

1 9 J I C C 出版局 金融 ･ 入門 翁邦男 、 植 田和男 1 99 1 ×

20 日 本評論社 現代金融論 岩 田-政 1 99 2 ×

2 1 中央経済社 現代金融入門 千 田純一 、 椙 山孝金 1 99 3 ×

2 2 有斐閣 金融論 (初版) 柴沼武ほか 1 99 3 ×

2 3 東洋経済新報社 実践ゼ ミ ナール 日 本 鈴木淑夫、 岡部光明 1 99 6 o
の金融

24 八千代出版会 金融論 石野典 1 99 6 0

25 岩波書店 金融 小野善康 1 99 6 ×

2 6 中央経済社 日 本の金融シス テ ム 千 田純一 、 岡正夫、 藤 1 99 7 ○
原英郎

27 東洋経済新報社 金融 貝塚啓明 、 奥村洋彦、 1 99 7 ○
首藤恵

28 東洋経済新報社 金融 黒 田 兄生 l 999 △

29 東洋経済新報社 テ キス ト ブ ッ ク 現代の 古川顕 l 999 0
金融

30 有斐閣 は じ めて の金融 本多佑三 2000 △

3 1 東洋経済新報社 金融 筒井義郎 200 1 0

3 2 中央経済社 金融論入門 藤原賢哉 、 家森信善 200 2 ◎

3 3 勁草書房 金融 内 田滋 、 西脇廣治 200 2 0

34 有斐閣 現代金融論 川波洋一 、 上川孝夫 2004 △

3 5 新世社 コ ア ･ テ キス ト 金融論 竹 田 陽介 200 5 ×

3 6 中央経済社 テ キス ト 金融の メ カ ニ 堀江康煕ほか 2oo 6 ×
スゞ ム

3 7 東洋経済新報社 入門金融 (第 4 版) 黒 田 兄生 2006 0

38 日 本評論社 金融論 村瀬英彰 200 6 0

39 晃洋書房 知 っ てお き たい金融論 安孫子勇一 2006 ×

40 有斐閣 金融論をつかむ 前多康男 . 鹿野嘉昭 . 200 6 ◎
酒井良清

2 東洋経済新報社 金融論入門 小寺武四郎 1 969 △
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4 1

42 東洋経済新報社 金融読本 (第 26 版) 呉文二ほか 200 7 ◎

43 中央経済社
は じ めて学ぶ金融の し

く み
家森信善 200 8 ◎

44 新世社 金融論入門 清水克俊 2008 ○

45 東洋経済新報社 金融入門 岩 田規久男 2008 ◎

46 東洋経済新報社 金融読本 (第 27 版) 島村高嘉 、 中 島真志 2009 ◎

47 岩波書店 金融 (第 2 版) 小野善康 2009 X

48 東洋経済新報社 金融経済入門 (第 2 版) 花輪俊哉 ･ 小川英治 2009 X

49 昭和堂 現代の金融 藤原洋二 2009 △

50 新世社 グ ラ フ ィ ッ ク 金融論 細野薫 ･ 石原秀彦 ･ 渡

部和孝

2009 △

大野早苗ほか 200 7 ×4 1 有斐閣 金融論

(注) 右列の◎、 ○ 、 △ 、 × は 、 本文中 に 『保険｣ に 関 しての説明が あ る場合、 1 ページを

超 え る場合◎ 、 半ページか ら 1 ペー ジ程度の場合○ 、 それ よ り も 短い場合△ 、 記述が ない

場合 × 、 と し てい る 。 ただ し 、 預金保険制度や、 リ ス ク 理論の説明で出て く る ｢保険｣ は

含んでいない。 ま た 、 基本的に索引 を使っ て該当箇所を探 したので 、 索引 に上が っ ていな

い と 、 見落 と し てい る 可能性が強い。

3 . 日 本の金融論研究におけ る保険への関心

金融論の研究領域は、 マ ク ロ 金融政策、 金融システ ム政策 (ブルーデンス政策) 、 フ ァ イ

ナ ンス 、 国際金融に分け る こ と がで き る 。 保険関係の議論が行われやすいのは 、 金融シス

テ ム の領域であ ろ う 。 た と えば、 預金者保護 と 保険契約者保護 、 銀行破綻 と 保険会社破綻

と いっ た よ う に 、 銀行論の 中心的なテーマ と ほぼ並列 した保険のテーマが あ る か ら であ る 。

し か し 、 家計の立場で保険 と 貯蓄を どの よ う に組み合わせ る か と 言っ た よ う な研究は 、 フ

ァ イ ナ ンス の領域に属する し 、 保険会社の外国債券取引 が為替相場に影響する様な状況で

は 、 国際金融論的な関心か ら保険会社の行動の分析が行われる こ と も あ ろ う 。 こ の よ う に 、

金融論の様々 な分野で、 保険に関連 した研究が行われてい る可能性が考え られ る 。

そ こ で 、 実際に 、 金融論の領域で保険の どの よ う な側面が研究 さ れてい る かを調べてみ

る こ と に し た 。 ただ 、 金融論研究 と い っ て も様々 な形で発表 さ れてい る ため に 、 母集団 を

明確化す る のが難 しい。 こ こ では 、 日 本金融学会の全国大会 (年に 2 回 、 すなわち春季お

よ び秋季大会が 開催 さ れてい る ) での報告タ イ ト ルに ｢保険｣ が入っ てい る も の を ピ ッ ク

ア ッ プす る と い う 手法を採用する こ と に し た。 日 本金融学会の学会報告を事例に選んだの

は 、 発表者が発表の場 と し て 日 本金融学会がふ さ わ しい と 考え 、 プ ロ グ ラ ム委員会 (かつ
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て は主催校) が 日 本金融学会での報告を適当 と 認めた と い う こ と を意味 してお り 、 ｢金融｣

の研究 と 自 他共に認定 されてい る こ と にな る か ら であ る 。

こ の方針の下で、 1 9 7 0 年以降の全国大会のプ ロ グ ラ ム を 『金融学会報告』 ( 1 99 0 年ま で)

お よ び 『金融経済研究』 ( 1 99 1 年以降) 、 日 本金融学会H P ( 1 999 年以降) に基づいて調べ

てい く こ と と し た。 具体的 に は 、 大会報告の タ イ ト ルに 、 ｢保険｣ ｢生命保険 (生保) ｣ ｢損

害保険 (損保) ｣ と い っ た言葉が入っ てい る も の を探す こ と に し た。 ただ し 、 預金保険は除

く こ と に し た。

その結果が 、 表 2 であ る 。 こ れを見 る と 、 日 本金融学会で初めて行われた ｢保険｣ 関係

の報告は 198 5 年の小藤康夫先生の報告であ っ た。 1 98 5 年以降 5 年ずつに期間 を 区切っ てみ

る と 、 1 980 年代後半 3 件、 1 99 0 年代前半 4 件 、 1 990 年代後半 8 件 、 2000 年代前半 1 1 件で

あ り 、 2005 年か ら 2009 年春ま では 1 件 も ない状況であ る 。

1 98 5 年か ら 2009 年ま での 25 年間で 26 本の報告 と な っ てい る ので 、 平均的にい えば 1 年

に 1 本の ｢保険｣ 関係の報告が行われてい る こ と に な る 。 ただ し 、 報告者別の回数を調べ

る と 、 小藤康夫先生 6 回 、 青葉楊子先生 4 回 、 茶野努 、 松浦克己 、 吉澤卓哉の各先生が 2

回 と な っ てい る 。 こ う した複数報告の先生がお られ る ので 、 報告者の顔ぶれは全部で 1 5 人

であ る 。 ま た 、 報告者の多 く は 日 本保険学会の会員で も あ る こ と に気がつ く 。

つ ま り 、 多 く の金融学者が関心を持っ て 、 保険学会 と は無関係に 、 ｢保険｣ を研究 してい

る と い う よ り みま 、 ｢保険｣ を金融面か ら捉え る こ と に 関心の あ る保険研究者が 日 本金融学会

で も報告 してい る と い う の が実態の よ う で あ る 。 ただ し 、 こ う し た機会を通 じて 、 保険に

関心の なかっ た隣接分野の研究者に も保険研究のお も し ろ さ や重要性を認識 して も ら え る

だろ う 。 新規参入が市場の活性化を も た らすのは どの分野で も 同 じであ り 、 ｢保険｣ 研究の

発展に と っ て 、 隣接分野への研究成果の発信は非常に重要な こ と であ る 。

表 2

金融論研究におけ る保険への関心

いつ タ イ ト ル 所属 氏名

2004

年春
近年の生保-般貸付の決定要因 を巡 る -考察

ニッセイアセ ッ トマネヅ メ

ン ト
高橋智彦

2004

年春
生命保険企業の広告戦略-理論 ･ 実証分析- 鳴門教育大学 青葉陽子

2004

年春
保険 と 金融- 間接金融 ･ 直接金融 と の対比 -

東京海上火災

保険
吉澤卓哉

200 4 生命保険会社破綻 と 家計 ･ 保険契約者の選択 日 本経済研究セ 白石小百
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200 2

年春
逆鞘 、 イ ン フ レ リ ス ク と 変額保険 筑波大学 青葉陽子

200 2

年春
ソルベンシー ･ マージ ン比率 と 生保貸出 東京大学 福 田慎一

200 1

年春
生保企業の資産選択 と 経営破綻の分析 筑波大学 青葉陽子

200 1

年秋
生保危機 と 逆難問題 専修大学 小藤康夫

2000

年秋

情報の非対称性 と 生保規制 - ｢逆轄 ｣ の発生に よ る 生保

の経営破綻の応用 ミ ク ロ 分析-
筑波大学 青葉陽子

2000

年秋

事業活動保険- 出資やプロ ジェ ク ト ･ フ ァ イ ナ ンス と の

相違-
九州大学 吉澤卓哉

200 0

年秋
超低金利 と 生命保険業 九州大学 茶野努

1 998

年春
生命保険会社の経営 と 経営危機対応制度 専修大学 小藤康夫

1 998

年秋
公的規制が生命保険に与え る影響

高千穂商科大

学
大野早苗

1 99 7

年秋

生保会社に よ る株式投資の歴史性- 1 93 0 年代に焦点を
あてて -

一橋大学 横山和輝

1 99 6

年秋
米国生保の破綻 と そ の処理

住友生命総合

研究所
茶野努

1 996

年春
女性の就業 と 家計の生命保険需要 郵政研究所 松浦克己

1 99 6

年春
生保経営 と 株式含み益-銀行の株価変動を通 して - 専修大学 小藤康夫

1 99 5

年秋

貯蓄動機 と 生命保険需要-個票デー タ に よ る 実証分析 名古屋市立大

学
福重元嗣

1 99 5

年春

生命保険市場におけ る 民間生保 と 簡保が経済厚生に与

え る効果
慶応義塾大学 吉野直行

1 99 3

年秋
生命保険 と ラ イ フサイ ク ル 大阪大学 松浦克己

1 99 3

年秋
生命保険会社の効率性の計測 一橋大学 中馬宏之

1 99 2

年秋
生保会社の配当政策 と 合同運用 専修大学 小藤康夫

1 99 1

年秋

明治 30 年代におけ る保険会社の金融活動 -鉄道企業へ

の投融資 ･ 経営参加 を 中心に -
九州大学 小川功

1 989

年秋
生保の外債投資 と 株式売却 専修大学 小藤康夫

1 989

年秋
金融制度改革 と 生命保険

ニッセイ基礎研究

所
簑島則和

1 98 5

年秋
生保の財務貸付 と 限界供給者的性格 専修大学 小藤康夫

ン茶 合

(注 1 ) 1 99 0 年ま では 『金融学会報告』 、 1 99 1 年以降は 『金融経済研究』 お よ び L 998 年以

降は 、 日 本金融学会ホームページ上の過去の大会のプ ロ グ ラ ム を参照 して作成。

(注 2 ) 連名 での報告について は 、 プ ロ グ ラ ム上 、 第一番 目 に氏名 が書かれてい る 人物を

記載 してい る 。
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(注 3 ) 所属は 、 報告時点のプ ロ グ ラ ム等に掲載 されてい る も のであ る 。

4 . 世界の保険研究の状況

( 1 ) 保険研究の コ ア を探る 2 つの分析手法

ア メ リ カ ･ リ ス ク 保険学会 (AR IA) の会長であ っ た Un 1 v ers 1 t y of W 1 s cons 1 n の Browne 教

授は 、 AR IA の会長講演で 、 ｢ リ ス ク マネ ジ メ ン ト と 保険研究の 中心的な問題は何かについ

て 、 AR IA の会員の多 く に と っ て も 必ず し も 自 明ではない｣ と 指摘 し 、 現代の リ ス ク マネ ジ

メ ン ト と 保険 (RMI ) の コ ア と な る研究問題が何かを示そ う と した。 こ の よ う に 、 ア メ リ カ の

保険学者に と っ て も 、 ｢保険研究の コ アの課題は何か｣ と い う の は未解明の問題なのであ ろ

つ 。

こ う し た と き に 、 ア メ リ カ の研究者が使 う 手法は大き く 2 つ あ る 。 一つは 、 そ の分野の

研究者に対 して直接尋ねる方法であ る 。 た と えば、 Browne (2 00 3) は AR IA の歴代会長に対 し

て質問 し 、 1 9 8 0 年以降に公刊 さ れた保険の研究に対 し て最 も影響を与えてい る と 思 う 論文

を答えて も ら っ てい る 。

も う 一つの方法が 、 主要な保険分野の学術雑誌の掲載論文の動向 を分析する方法であ り 、

実際には こ ち ら の方法を と る研究が圧倒的に多い。 前者のア ンケー ト 調査では 、 ア ンケー

ト の送付先を ど う 選ぶかで回答者の質や年齢な どに偏 り が生 じ る 可能性 も あ る し 、 回答者

の記憶 ･ 印象に頼る と 、 最近の研究が過大評価 される 可能性が あ る か ら であ る 。 そ こ で 、

以下で紹介す る のは掲載論文の情報を使っ た研究に限定する 。

学術雑誌を使 う 研究で も 、 掲載 さ れてい る論文その も の を使 う タ イ プの研究 と 、 掲載 さ

れてい る論文が 引 用 してい る論文の情報を利用す る タ イ プの研究 と が あ る 。 いずれの タ イ

プの研究で も 、 保険論の分野の主要な学術雑誌を定め る こ と が分析の 出発点にな る 。 こ の

際 、 先行する 欧米の研究では、 保険論 と し てではな く 、 ｢ リ ス ク マネ ジメ ン ト と イ ンシュ ア

ラ ンス ｣ を一つの分野 と し て分析 し てい る 例が ほ と ん どであ る 。 し たが っ て 、 本節での以

下の分析は、 こ の両方を あわせて保険 と 呼ぶ こ と に し てい る 。

( 2 ) 主要な保険研究雑誌に掲載 された論文の調査

保険に関する研究論文は様々 な媒体に発表 さ れてい る 。 そのた め 、 保険研究の範囲を定

め る必要が あ る 。 先行研究では、 た と えば ECON L IT の よ う に網羅的に収録 さ れてい るデー

1 1
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タ ベース ではな く 、 特定の雑誌を選んで分析を行っ て い る 。 こ れは 、 論文の質が一定水準

以上であ る こ と を保証する た めであ る 。 ただ 、 実際に雑誌を選択する 上では 、 い ろ い ろ な

ア プ ロ ーチが あ る 。 た と え ば 、 保険研究者にア ンケー ト 調査を実施 し 、 どれが重要なジャ

ーナルであ る かを尋ねる と い う こ と も あ る (Furgus on e t a l . [ 2 00 5 ] な ど ) 。 ま た 、 特定の

雑誌グループを重要な雑誌であ る と アプ リ オ リ に決めた上で 、 そ の 引用調査に基づいてそ

の雑誌グループの 中で ラ ンキ ン グを作 り 、 上位に位置する も の を主要雑誌 と す る と い っ た

方法があ る 。

本節の議論では 、 そ の選び方については 、 直接的な関心が ないので 、 あ ま り 詳 しい説明

は行わないが 、 すべての研究で ARIA の機関誌であ る Jouma 1 of R 1 s k and I nsuranc e (JRI )

は主要な雑誌 と さ れてい る 。

さ て 、 掲載 さ れてい る論文その も の を対象に した研究 と し ては 、 新 しい も のでは 、 We 1 s s

and Q 1 u (2 008 ) が あ る 。 彼 ら は 、 JR I の創刊以来の掲載論文を 、 ト ピ ッ ク ス別に整理 してい

る 。 そ の結果は表 鋭こ示 してい る通 り であ る 。

保険数理や損害保険、 雇用者給付 と い っ た保険領域の固有テーマ と と も に 、 保険経済学

やフ ァ イ ナ ンスノ リ ス ク マネ ジメ ン ト と い っ た経済学や金融論 と の境界領域の研究 も 大き

な ウエイ ト を持っ てい る こ と がわかる 。 つま り 、 JR I が保険研究の領域を示す と すれば、 経

済学や金融論に関連する研究も保険研究 と して行われてい る こ と に な る 。
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表 3

JR I 掲載論文の ト ピ ッ ク 別の論文数の l o 年ご と の推移

N umbe r o f Arf ide s by 沁p 【 c P U b l i s h ed m ★he !R/ by DecGde

Artide Content 1 930s 1 940s 1 9505 1 96Ds 1リア0s 1 980s 1 9905 2000-2006

Fmamce /Risk Managemem 6 6 15 28 33 37 36 22
Hea1th 逝nsurance /Hea 1 thcare 0 6 1 2 24 7 1 3 1 5 1 4

EmP1oyee Bene壼燧 0 3 3 32 21 29 1 3 24
Pr。Ferty-L蝋巍趾y Insuranこe 3 7 20 35 58 49 63 46
Adu淺鑪a 1 Science o 1 1 6 54 49 50 64 29

Insurance E℃ono亞1ks 0 □ 0 37 28 48 39 35

L1fe Inst1ranこe 5 2 2○ 67 54 33 27 1 6

Ugorker3 ℃omlpenSatiGn 〇 2 1 6 4 1 1 2〇 5
並insurance Ed虻にat ion 1 2 3 12 1 0 1 1 2 0

Relnsurance o o 0 4 4 2 1 4

mdustry 霊1豆ght /Reguね艫on 1 7 20 5 1 74 6 1 2 1 10 2
0ther o o 1 7 2 2 6 10 0 1 7 2 2 6 1

43 50 1 56 378 322 296 296 1 98貫otal

( 出所) We i s s and Q 1u (2008 )

( 3 ) 引 用文献を使っ た研究

引 用 文 献 を 使 っ た 研 究 で は 、 た と え ば 、 Browne (2003 ) は 、 Jouma 1 of R 1 sk and

I n suranc e (JR I対こ掲載 さ れてい る論文において 引用 さ れてい る論文を調べて 、 引 用頻度 ラ

ンキ ングをつ く っ てい る 。 第一位は Pau 1 L . Jo s kow ( 1 9 7 3 ) , “Cart e 1 s , Compe t l t 1 on and

Regu 1 at 1 on 1 n the Prop erty-L 1 ab i l l t y I n suranc e I ndus t ry , " Be 1 1 Journa 1 of Econom 1 c s 、

第二位は、 M 1 cha e 1 Ro ths ch 1 l d and Jo s eph S t 1 g 1 1 t z ( 1 99 0) , “Equ 1 ubr l um 1 n Compe t 1 t 1 v e

I n suranc e Marke t s : An Es s ay on the Econom 1 c s of Imperfe ct I nformat l on , “ Quart er 1 y

Journa l of Ec onoml c s 、 第三位は Jan Mo s s 1 n ( 1 968 ) , “As pe c t s of Rat 1 ona 1 I nsuranc e

Purchas 1 ng , " Journa l of Po 1 1 t 1 c a 1 Ec onomy 、 で あ っ た。 こ れ ら 上位論文はすべて保険

その も の を分析 し た論文であ り な が ら 、 保険プ ロ パーの雑誌ではな く 、 経済学の学術雑誌

に掲載 さ れてい る のであ る 。 保険に関す る研究が経済学の研究の重要な-分野 と な っ てい

る こ と が伺 え る 。

なお 、 引用頻度上位 10 論文の掲載雑誌は、 Be l 1 Journa 1 o f Econom1 c s ( 3 本) 、 Journa 1

of Po 1 1 t 1 ca 1 Ec onomy (2 本) 、 Journa l of Bu s 1 ne s s ( 2 本) 、 Journa 1 of R 1 s k and I n suranc e

( 1 本) 、 Ec onome t r 1 c a ( 1 本) 、 Quar t er l y Journa l of Ec onom 1 c s ( 1 本) と な っ てお り 、

ア メ リ カ の保険研究が 、 保険研究 自 身 (つま り 、 JR I ) ではな く 、 幅広い経済学の研究か ら

1 3
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大き な影響を受けてい る こ と を 明 ら かに してい る 。

同様の こ と は 、 Chan and L 1 ano (2009対こおいて も示 さ れてい る 。 彼 ら は 、 JR I 、 Geneva R 1 sk

and I ns uranc e Rev 1 ew (GRI R) 、 Journa 1 o f I nsuranc e Re gu 1 at 1 on (J I R) の 3 誌 を主要雑誌

と 決めて 、 2000 年か ら 2004 年に こ の 3 誌に掲載 された論文 (総数 284 本) が 引 用 した論文

(延べ 5809 本) を調べる と い う 方法を使っ てい る 。 その際、 4 回以上引用 さ れた も ののみ

を取 り 出す と い う 閾値を設けてい る 。

その結果、 頻繁に引用 さ れてい る研究の分野を整理 したのが表 4 であ る 。 主要 3 誌に頻

繁に引用 さ れた論文の研究領域は、 おお よ そ半分が経済学であ り 、 保険それ 自 身が 20% 、

計量経済学が 16% 、 フ ァ イ ナ ンス が 1 1% と な っ てい る 。 ま た 、 頻繁に引用 さ れてい る論文

が掲載 されてい る雑誌の リ ス ト (上位) を示 したのが 、 表 5 であ る 。 JRI が ト ッ プではあ

る が 、 そ の ほかは経済学、 計量経済学、 フ ァ イ ナ ンス 、 ビジネス と い っ た分野の雑誌が ラ

ン ク イ ン してい る 。

こ の よ う に 、 世界の保険研究は 、 経済学な どの隣接分野の影響を強 く 受 けてお り 、 それ

ら の成果を生か し なが ら保険の研究が発展 してい る こ と がわかる 。

表 4

主要保険分野の学術雑誌論文に頻繁に引用 さ れた論文の研究領域

D1sdP1me 祇能鑓 Ci ta ti-ons PerCen ta ge 綴り

Economics (exdudmg e℃○nome tri cS ) 284 467

R1sk lnanagennent al1d msuranCe 1 25 20 . 6
Econolme trics 9 6 1 5 . 8

Fi11an ce 67 1 1 . O

Genera 1 business 24 39

Ac tuarla l sdence 8 1 . 3

Quant1ねt1Ve and s ta tお tks (exdudmg econ。menテーcs ) 4 07

(出所) Chan and L 1 ano (2009 ) 。
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表 5

主要保険分野の学術雑誌論文に頻繁に引用 さ れた論文が掲載 さ れてい る雑誌

Nulnbe賞 。f

叩ota 1 Dis tin c t Ci ted

Rank Publi‐Ca tion ou tl e t Ci t a tlons Receh7ed {%) Resea lぐd1 Vyorks

1 駕#““ Q/Rお費 “薇覆“班 〆“ ′ ; とで 1 1 7 1 9 . 2 23

2 Eα溺(" ! !#“α7 96 1 5 ･ 8 1 2

3 瘢朋覊 ぜP頭疵感 度""班リ 64 1 0 . 5 9

4 !o z#““/ ヴEd〕 !! o朔な Tをo期 58 9 . 5 9
5 Ar; ! ゼテ ゾと‘? !! Eとく) ! ! {"#で メむ"費ひ 40 6 ‐ 6 6

6 Q‘媛凄｢勿 露#〃“ ヴをo徴蹴を5 26 4 . 3 3

7 ゑ激皺々ゾ ヴB I / $ ノ濯ぐ$ 24 39 4

8 ( t ied ) &〃 !o ! ! “! “を2J俊どの友対震第 21 3 .5 5

8 (ti ed) ル"“?“ね拝, !敏行℃ ノ" / 度(羽皮翔悠 21 3 ‐ 5 4

1- ○ あ れ/ 7月月ね蕉遊女 “““ 日露費目!か疵リ 1 9 3 ‐ 1 4

1 1 !α潴!# ヴB劔彪“g “!“ F行7“ !露ぎ 1 7 2 ‐ 8 4

1 2 /() まげ ; ! “ ! が 正字月“漱ぐ 1 4 2 ‐ 3 3

1 3 〆o溜り γ囮を}〆 P#"/た EC窃′粉朋友s 1 3 2 . 1 2

(注) 引用 回数で ラ ン ク 付け さ れてい る 。 最右列の数字は、 論文の数であ る 。 た と えば、 JPE

に 関 しては 9 本の論文で64回の引用が あ る こ と にな る 。

( 出所) Chan and L 1 ano (2009 ) 。

5 . むすび

保険には 、 保障機能 と 金融機能があ る 。 保険の機能が保障に 中心が あっ た時代に は 、 金

融論研究者が保険について研究 した り 教育 した り す る こ と は少なかっ た。 し か し 、 本稿で

明 ら かに した よ う に 、 1 980 年代後半以降、 金融論の研究や教育において保険への関心が高

ま っ て き た 。 こ れは 、 現実の世界での 、 保険の金融機能が拡大 し て き た こ と を反映 し てい

る と 考え られ る 。

も ち ろ ん 、 多 く の金融学者は 、 保険そ の も の を研究 し てい る わけではないので 、 保険プ

ロ パーの研究者か らすれば、 金融学者の議論には不十分な面があ る こ と はやむを得ないだ

ろ う 。 し か し 、 金融学者が保険の どの よ う な分野に関心が あ り 、 どの よ う な研究を行っ て

き たかを保険研究者が知 る こ と は 、 保険学の発展に と っ て も 意味が あ る と 筆者は考えてい

る 。 経済学者な ら誰 も が知 っ てい る 分業 と 協業の利益を 、 保険研究の分野で も 実現す る こ

と に 、 本稿がい さ さ かで も役に立てば幸いであ る 。
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chan , Kam c . , and Kar t ono L 1 ano , “ I nfu l uent 1 a 1 Art 1 c l e s , Journa l s , and I n s t 1 tut 1 ons

1 n R 1 s k Management and I n s uran c e , “ R 1 s k Management and I nsuran c e Rev 1 ew 1 2 ,

pp . 1 2 5- 1 39 , 2009 .

Fergu son , Tame 1 a D . , Mark s . Dorfman , and W 1 1 1 1 am L . Fergus on , “R 1 s k Management and

I nsuranc e-Re 1 at e d Journa 1 s : A Surv ey of R 1 s k an d I n suran c e Academ1 c s , " R 1 sk

Managemen t and I n suranc e Rev 1 ew 8 , pp . 6 5- l o l , 200 5 .

we l s s , Mary A . , an d Jos eph Q 1 u , “ Th e Journa l of R 1 s k and I n suranc e " A 7 5 - Year

H 1 s t 。r 1 c a l per sp e c t 1 v e , " Journa 1 。f R 1 sk and I n s uranc e 7 5 , pp . 2 5 3-274 , 20 08 .

( なお 、 金融論のテ キス ト については 、 表 1 に掲載 した と お り であ る 。 )

1 6



麗 平成 2 1 年度 日 本保険学会大会 露

共通論題 ｢保険概念の再検討｣

レ ジ ュ メ : 安井敏晃

保険概念を構成する上での不可欠な条件について

香川大学経済学部 安 井 敏 晃

は じ めに

わが 国 において は , 長年保険概念を巡 り 多 く の論争が展開 さ れ , 様々 な学説が示 さ れて

き た。 そ の後 こ の概念を巡 る研究は下火に な っ ていた も の の , 近年 , 再び関心が も たれ る

よ う "こ な っ てい る 。 こ の動 き は後述する よ う に , 特に様々 な規制の側面か ら注 目 さ れてい

る のであ る が , 本稿では別の側面 , 保険に加入する一般の消費者に対する教育 と い う 側面

か ら , こ の保険概念の問題を取 り 上げてみたい。 周知の よ う に , 保険については ｢掛け捨

て ｣ と い う 表現が流布 してい る が , こ の よ う な誤解を防 ぐた め に も , 消費者が保険を理解

する ため に知っ てお く べき保険概念の不可欠な条件を検討 してみたい。

1 .検討の必要性

前述の よ う に保険概念については非常に活発に研究 され, 様々 な学説が展開 さ れて き た。

そ の 中か ら代表的な定義を幾つか示 してお こ う 。 例 えば保険技術説は , 近藤文二教授に よ

れば, ｢保険 と は , 危険に さ ら されてい る 多数の場合を集めて全体 と しての収支が均等する

よ う に共通の準備金を形成 し , その こ と に よ っ て危険の分散をはかる技術1 ｣ であ る 。 経済

生活確保説は, 小島 昌太郎教授に よ る と , ｢保険 と は , 経済生活を安固な ら しむ る がため に ,

多数の経済主体が団結 して , 大数法の原則に従ひ, 経済的に共通準備財産を作成す る仕組

み｣ であ る 2。 経済準備説は印南教授に よ る と , ｢保険事業 と は , 一定の偶然事実に対する経

済準備を設定す る 目 的に対 し , 多数経済体を集め , 確率計算に基づ く 公平な分担を課する

こ と に よ り , 最 も安価な手段を提供する経済施設であ る 3｣ と す る 。 こ の よ う な多 く の学説

の なかで も , 現在で も 紹介 さ れ る こ と の多いマーネ ス の唱 えた経済必要充足説は以下の通

り であ る 。 ｢保険 と は , 多数の 同様な危険に さ ら さ れた経済体に よ る , 偶然な , し か し評価

可能な金銭的入用 の相互的充足であ る 4｣ 。

さ て , こ の よ う に様々 な学説を巡 り , 活発な議論が展開 さ れて き た。 も ち ろ ん保険学 と

し てその研究領域を確定す る ため には , 対象 と な る概念を 明確に定義す る こ と に意味が な

いわけではない。 し か し なが ら , こ の保険の定義を巡 る論争については , こ の論争 自 体に

対 して強い批判が な さ れた。 水島教授は各 自 がそれぞれの 自 説を展開す る状況か ら 『期待

l 近藤 [ l 963瀞 . 6 8 .
2 小島 ロ943瀞 .26 ,
3 印南 [ l 967]妻1 .
4 木村[ 1 993 1p . 6 .
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さ れる 実 現ま , 保険論研究の も つ現代的課題に と っ て決 して大き い も の と は思われない5｣

と 指摘 し てい る 。 確かに , 保険を定義す る こ と にかけ る 労力 は極めて大き い。 現在の保険

には極めて多 く の種類が あ り , ま た新たな保険も次々 と 誕生 して き てい る 。 それ ら全ての

保険を網羅 した う えで明確に定義す る こ と は非常に 困難な こ と であ る 。 こ の保険を巡 る論

争は , わが国において はその後勢いを失 う こ と と な っ た。

2 .現在におけ る 検討の必要性

と こ ろ が , 近年 こ の保険の概念について , 再び強い関心が も たれる よ う に な っ て き てい

る 。 こ の背景 と し て は , 多 く の論者が指摘 してい る よ う に , 金融技術の発達が新 し い リ ス

ク 手段を創 り 出 し た こ と を挙げる こ と ができ る 6。 保険は リ ス ク ･ マネ ジ メ ン ト の手段 と し

てみた場合には , リ ス ク 転嫁のひ と つ と し て リ ス ク ･ フ ァ イ ナ ンス のなかに位置づけ られ

てい る 7。 し か し なが ら , 同 じ く リ ス ク 転嫁の機能を果たす手法 と し て , 保険以外の手段が

開発 さ れ て き た の で あ る 。 具体的 に は保険デ リ バ テ ィ ブや CA型 ボ ン ド な ど の AR叩

くA1ternat1ve R1sk 費ans俺r) と 呼ばれる一連の リ ス ク 処理手段がそれであ る 。 こ れ ら の処

理手段 と 保険 と の違いは も ち ろ ん学術的な観点か ら も 関心が も たれる も のであ る が , 実務

上の観点か ら も 重要視 さ れ る 。 保険契約であれば当然の こ と なが ら保険法が適用 さ れ る こ

と に な る か ら , 保険であ る のか否かに よ っ て , そ の契約に適用 さ れ る法律が異な る こ と に

な る 。 こ の よ う に保険の定義を検討する こ と は , 単に学術的な関心に よ り 必要 と さ れ る だ

けではな く , 実務において も意義が あ る こ と であ る 8。

し か し なが ら , こ の保険の定義 自 体は 旧 商法になかっ た。 ま た新たに制定 さ れた保険法

において も 規定 さ れていない。 いずれも ｢保険契約 ｣ の定義はあ る も のの , こ の規定を充

足す る だけでは保険契約 と し て不十分であ る と 考え ら れてい る 。 つま り 法に規定 さ れた定

義に加え 『解釈論に よ り 確定 さ れ る 実質的な保険 と し ての定義を充足する も ののみが保険

契約であ る ｣ こ と が理解 さ れてい る のであ る 9。 そ のため , 保険 と は何かを明 ら かにす る た

め に保険概念を検討す る必要が あ り , 前述の よ う に近年ふたたびわが国において保険概念

を巡る検討が多 く の論者に よ り すすめ られてい る のであ る 。

さ て , 前述の保険概念を め ぐ る研究や , 最近の教科書において は , 保険の詳細な定義を

呈示する のではな く , 保険 と し て成立す る ための条件を提示する も のが多い。 例 えば , 古

澤先生は , 新 しい金融商品 と 保険を 区別す る た めに詳細な議論を展開 し てお り , 保険 と し

5 水島 [2006] ,p . 1 .
6 吉澤 [2006ー ,p . L他に も古瀬 [2oo6]Pp l -2 . , 岡 田 ロ 995 1 , pp 1 1 3 - l 1 5 . ,今井 [2oool ,pp24 ‐29 , な どが あ る 。
7 そ も そ も保険を リ ス ク 転嫁 と みなす危険転嫁説が リ ス ク . マネ ジ メ ン ト の源泉 と な っ た こ と を考え る と 当然であ る と
も い え る 。 大林[ l 979] .

8 こ の他に も税務上 . 会計上の取 り 扱いで も , 保険にあた る のかそれ以外の金融 ｢商品 ｣ に あた る のか と い う 区別は重
要であ る 。 吉澤 [2006] ,p . l

9 山 下 [2009]準3 .
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て成立する た め の ｢要件｣ を リ ス ク の観点か ら リ ス ク 移転, リ ス ク 集積, リ ス ク 分散の 3

つ に整理 し て検討 してい る 。 そ し て , 企業 リ ス ク の証券化は リ ス ク 転嫁 と い う 要件を満た

していて も , リ ス ク 集積や リ ス ク 分散 と い う 要件を満た さ ない こ と か ら保険ではない と 説

明 し てい る 10。 も っ と も , こ の よ う るこ要件を 3 つに整理する見解が一般的 と い う わけではな

く , リ ス ク 集積 と リ ス ク 分散 と を分けずに リ ス ク 分散 (nsk shar1ng) と リ ス ク 転嫁 (risk

trans俺r) と に捉え る 見解1 1 も あ る 。 他に も た と えば , 岡 田准教授は保険の定義 と し て , リ

ス ク の移転ま たは負担 と リ ス ク の結合または分散の二つを あげる 12。 リ ス ク 集積 と リ ス ク 分

散は危険団体の形成 と その なかでの リ ス ク 分担を意味する も のであ り 密接に 関係 してい る

こ と か ら , 本報告で も こ の二つをわけず, リ ス ク 分担 と し て ま と めて考えたい。

一方 , こ の リ ス ク 転嫁 と リ ス ク 分担の機能であ る 。 い う ま で も な く , 保険契約者 と 保険

者 と い う 個別の保険契約を見 る場合には , リ ス ク 転嫁 と 捉え られ る が , そ の保険契約の背

後には危険団体が存在 し , そ の 中で リ ス ク が分担 さ れてい る 13。 つま り 保険を リ ス ク 転嫁 と

み る のは , あ る ひ と つの保険契約をみた と き にその契約だけ に焦点を あて る場合であ る 。

し か し , そ の リ ス ク 転嫁を可能 と さ せ る のは , そ の契約の契約者が一員 と な る 危険団体全

体内で リ ス ク 分担が あ る か ら であ る 。 リ ス ク 転嫁 と リ ス ク 分担は個々 の関係 をみ る のか全

体を見る のかの違い と いえ る 。

3 .消費者向 けの教育におけ る保険概念のポイ ン ト

さ て , 法律上か ら の必要性については前述の通 り であ る が , 他の観点か ら も保険概念を

改めて考 え る 必要が あ る 。 従来はあま り 検討 さ れて こ なかっ たが , それは教育上の観点で

あ る 。 も っ と も こ こ で考え る教育上の観点 と はかつて批判 さ れた学術上の観点 を意味する

わ けではない。 仮に大学において講義を進め る 際に , 保険概念を講ずる場合を念頭にお く

な ら ば , 学術上の要請 と 大 き な違いはない。 し か し , 大学生だけではな く , 保険を購入す

る一般の消費者に対 して , 保険概念 , 少な く と も保険 と は どの よ う な も のかを説明す る必

要が あ る 。 こ の消費者に対する説明 を検討する必要は , 保険がわが国に導入 されて 100 年

以上がたつ現在において も なお , わが国 におけ る保険思想を巡る 問題点が指摘 さ れ る こ と

か ら も 明 ら かであ ろ う L4。 こ の 問題を克服する た め には , 保険の理解が必要 と な る こ と は言

う ま で も ない。

そ の点で , 現在消費者向 けの金融教育に関心が高ま っ てい る こ と は一見 , 朗報 と も 思え

l o 吉澤 [2oo6Lpp . 2 1 0 -2 l l .
1 1 例 え ば , MaLIgh如=vaugh如 [ l 99 5 1 , pp 1 5 - 1 6 .
1 2 岡 田大 [20071 , p4 5 .
l 3 岡 田 豊基教授は , こ の 関係を簡潔に ｢保険にいわゆ る 危険の移転 と は , 究極的には , 危険の分散であ り ｣ と 説明 さ
れ る 。 岡 田豊基 [ 1 99 5 l p . 1 60 .

1 4 水島 [ 1 99 5 ] , pp 1 ‐24 5 田村[20061
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る が , そ の意味する 内容が論者に よ り 異な っ てい る た め , 必ず し も そ う ではない 15。 た と え

ば , 金融教育は消費者保護を原点 と すべき であ る と し , 過剰債務問題やク レジ ッ ト カ ー ド

破産への対応を も重視する場合が あ る 16。 あ る いは , こ れを ｢貯蓄か ら投資へ｣ と い う 動 き

の一貫 と し て捉え ,消費者に証券市場や市場型間接金融を積極的に利用 さ せ る よ う に な る た

め に必要であ る と す る 立場 も あ る 17。 前者の場合には , 消費者の生活を支え る保険への理解

はすすむ も の と 考え られる 。 し か し , 現在注 目 を集めてい る のは , む し ろ後者の立場であ

ろ う 。 こ の場合には , 中心 と な る の は投資教育であ り , 当 然の こ と なが ら保険はその周辺

の地位を与え られ る に留ま る 。 も ち ろ ん投資 と 深い関係が あ る保険が あ る 。 変額保険や変

額年金がそれであ る 。 し か し なが ら , こ れ ら は保険金受取人が受 け取る保険金等が運用成

果に よ り 変動 し て し ま う と い う , 保険の 中では極めて特殊な も のであ る 。 そ のため , 投資

を主眼 と す る金融教育が進む場合には , かえ っ て保険の理解が進ま ないおそれ さ え あ る 。

事実 , 金融広報中央委員会が発行 した金融教育のパン フ レ ッ ト ( ｢ ビギナーズのための フ ァ

イ ナ ンス入門 ｣ [ 2 00 7 ] ) の用語解説をみ る と , 変額保険について の解説はあ る が , 保険そ

の も の について は解説 ど こ ろ か項 目 自 体が ない。 保険については他のパ ンフ レ ッ ト を使用

す る こ と が想定 さ れてい る のだろ う が , 少な く と も こ のパ ン フ レ ッ ト を読んだだけの消費

者が保険 自 体 と 投資商品 を 区別する こ と は難 しい。

そ のた め , 誤解を生ま ないた め に も , 安易 に金融教育に依存する こ と はで き ず , 保険教

育 と し て保険について の消費者の理解を よ り 深め る 必要が あ る L8。 し か し なが ら , その際に

は , 前述 し た専門家を対象 と す る , 詳細かつ厳密な議論だけでは難 しすぎ る 。 まず保険の

特徴を簡潔に伝え る必要が あ る 。 そ のた め には , 保険概念のなかで も 不可欠な条件を最初

に伝え る 必要があ る だろ う 。

4 . いわゆ る ｢掛け捨て ｣ について

それでは次に , 保険の不可欠な ｢条件｣ を考えてみたい。 も ち ろ ん , 消費者 と 一 口 に言

っ て も , そ の知的バ ッ ク グ ラ ウ ン ドは幅が広 く , 保険に対する 知識の差も ま た大 き い 。 ま

た保険の不可欠な条件 と い っ て も論者に よ り 力点が異な り , 一致す る こ と は難 しい 19。 し か

し なが ら , 消費者の保険に対する理解が十分でない こ と を示す例 と し て , 多 く の論者が と

り あ げる 表現が あ る 。 多 く の論者が指摘す る に も拘わ らず , 未だに広 く 用い られてい る と

い う こ と は , 消費者に と り それだけわか り に く いポイ ン ト であ る こ と を示 し てい る と い え

よ う 。 ま た多 く の論者が く り 返 し指摘 し てい る と い う こ と は , それだけ見過 ごせない誤解

1 5 金融教育の歴史は古 く , 戦後に遡 る と の指摘があ る (片木 [20021 , p 1 25 . ) 。 も っ と も こ れは ｢金銭｣ 教育 をす る も の
であ っ た。

L 6 高月 [2004I ,p . 2 l
1 7 川村[2oo4] . こ の他に も様々 な見解が あ る 。
1 8 保険教育 と 金融教育の違いについて は , 堀 田 [20091 , p . 1 4 ‐ l 5 .
l 9 吉澤 [2006 l ,p . 5 .
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であ り , 保険の理解を深め る 上で重要であ る こ と を も 意味 し てい る と 考え る こ と がで き よ

う 。 それな ら ば , こ の強固 な誤解を と く 説明 に は , 最低限つた え る べき保険の特徴を示す

鍵が潜んでい る のではないか。 まず こ の誤解を解 く こ と を考えてみたい。

そ こ で , こ の誤解の具体例を検討 してみ よ う 。 いわゆ る ｢掛け捨て ｣ と い う 用法であ る 。

こ の用法は周知の よ う に , 保険料を支払っ たに も拘わ らず保険金が一切支払われない場合

を さ し てい る 。 こ の事態は少数の者に生 じ た損害を多 く の者が分担する保険の仕組みか ら

し て極めて 当然の こ と であ る 。 それに も かかわ らず , こ の誤っ た理解に基づ く 表現は周知

の ご と く いま だに広 く 使用 さ れてい る 。 消費者が使用する だけではな く , 保険会社の公式

サイ ト において も こ の表現がみ られ る こ と が あ る 。 さ ら に は , 金融教育の一環 と し て作成

さ れたパンフ レ ッ ト の 中 に さ え こ の表現がみ られ る 。 金融広報中央委員会が発行する 『 こ

れであなた も ひ と り 立ち 指導書』 には ｢最近は貯蓄型でない掛け捨て型の生命保険の利

用 も増 えてい る 20 ｣ と あ る 。 こ れは高校生向 けに作成 さ れたパンフ レ ッ ト を使用する教師あ

る いは保護者が参考にする た めの ｢指導書｣ であ る か ら , 一般向 け のパ ンフ レ ッ ト よ り も

影響が大き い。

こ の よ う に今で も広 く 使われてい る掛け捨て と い う 表現は , 保険に対する無理解を示す

も のであ り , 当然の こ と なが ら批判 さ れて き た2 1。 こ の よ う な誤解の 中で, 保険の加入者を

増大 させ , よ り 保険を普及す る手段 と し て , わが国損害保険会社は積立型の保険を 開発 し

販売 して き た。 純保険料 と 付加保険料に加 えて , 積立保険料を も徴収する か ら , 無事故の

場合であ っ て も , 保険期間満了時に積立部分が支払われる 。 保険会社か ら何 ら かの形で支

払が行われる ため , ｢掛け捨て ｣ 感が解消 さ れ る 。 そ のため人気を集め , 広 く 利用 さ れて き

た22。 し か し こ の よ う な ｢掛け捨て感｣ に対する対策は , 保険への理解を深め る本質的な対

策 と な ら ない28。

それでは , こ の掛け捨て と 表現す る保険への誤解を正すた め には どの よ う な説明 が な さ

れ る のか。 一般に , 保険料は リ ス ク を保障 し て く れ る 対価 , いわば ｢安心料｣ であ る と い

う こ と か ら説明 さ れる 24。 保険 と い う ｢商品 ｣ は保険金を買 っ てい る のではな く , 安心や保

障を買 っ てい る のであ る か ら保険料を払 っ てその対価はき ち ん と 得てい る 。 そ のた め , 掛

け捨て と い う 表現は誤 り であ る と す る説明であ る 。 こ れは前述 し た保険を成立 させ る ため

の条件であ る リ ス ク 転嫁機能か ら の説明 と い え よ う 。 保険料を払い , ｢ リ ス ク 転嫁｣ を して

い る のであ る 。

し か し こ れ以外に も誤解を正す説明はあ る 。 おな じ く 保険を成立 させ る条件であ る危険

分担か ら , 危険団体の概念を用い る方法であ る 。 保険料を支払 う 相手方は保険者であ る が ,

2 0 金融広報中央委員会 [2008blP52 .
2 1 水 島 [2oo6] P . 9o ツ 田村 [2006瀞p1 - l 8 う堀 田 [2009Lp . 9 .
2 2 現在は低金利のた め , 積立型保険の販売は好調ではない。

23 水島 [2oo6Lpp . 8 6 -8 7 り 田村 [2oo6Lppl ‐ 1 8 り松浦 ･ 佐野 [2003 l , pp 3 6 -3 7 .
24 田村[2oo6玉pp . ー -2 5松浦 . 佐野 [2003 1 ,pp3 6 ‐3 7 .
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こ の保険料は保険者の も の にな る わけではない。 保険料は他の被保険者に支払われる保険

金 (厳密 に言 う な ら それに加 えて こ の制度を維持する 費用 ) に あて られ る のであ る 。 保険

者はその ま と め役にすぎず , 損害保険であれば , 事故に遭遇 した被保険者の損害を結果的

に皆で分担 してい る のであ る 25。 掛け捨て と い う 誤解が生 じ る のは , 保険を商品 と し て考え

る か ら であ り , 制度 と 捉えただ単に 自 ら の分担部分を負担 し てい る と 捉え る な ら ば , 誤解

は生 じ に く いはずであ る 。 事故時に保険金が支払われる の は , い う ま で も な く 構成員全員

が少 しずつ保険料を払っ てい る か ら であ る 。 分担 し てい る のだか ら , 自 分に保険金が支払

われな く て も保険料を払 う のは当然であ る 。

さ て , こ の二つの方法を比べてみたい。 両者 と も 掛け捨て が誤 り であ る こ と の説明 と し

て 問題ない。 し か し なが ら , 本報告は消費者に理解 させる と い う 視点か ら , 保険の不可欠

な条件を探る こ と であ っ た 。 第一の リ ス ク 転嫁か ら の説明は , 保険契約者 と 保険者の関係

だけ を見 る場合 , つま り 個々 の保険契約 をみる場合には正 しい こ と はあ き ら かであ る 。 し

か し なが ら , こ の説明 は , 個 々 の保険契約の意味の説明であ り , 当 然の こ と なが ら , 個 々

の保険商品 の背後に あ る保険制度を説明す る も のではない。 確かに保険は個人の保険契約

者か らみ る と リ ス ク 転嫁であ る が , 保険 と し て成立する た め には , 多数人の結合 と そ の 中

での分担がな ければな ら ない。 つま り 第一の方法では掛け捨てが誤解であ る こ と の説明 と

し て は十分であ る が , 保険を理解する う えで必要な保険の構造 自 体が理解 し に く い。

それに対 して , リ ス ク 分担に よ る説明では , 最初か ら危険団体全体を考え る 。 危険団体

内 におけ る リ ス ク 分担 と す る説明であ る 。 こ の よ う に , 多数の者が集ま り , そ の 中 で リ ス

ク が分担 さ れ る , よ り 一般的にい えば, 一人一人が危険を分担 し てい る こ と に な る 。 分担

し てい る と い う 構造を理解 さ えすれば掛け捨てが誤 り であ る こ と を理解する こ と は難 し く

ない。 保険を購入する全 く の素人の消費者に伝え る た め に は , 保険の構造も併せて説明で

き る 第二の説明の ほ う が簡潔 と い え る のではないか。

6 .制度 と し ての保険

と こ ろ で第一の説明 , つ ま り 個々 の保険契約の観点か らす る説明 (言いかえ る と 保険料

は保障の対価であ る , あ る いは保険料を支払い安全を買 う と い う 説明 ) は , 保険が ｢商品 ｣

であ る こ と を前提 と し た う えでの説明であ る と い う こ と がで き る 。 購入 し た ｢商品 ｣ の果

たす機能は何か と い う 説明 であ る 。 こ の説明 自 体を 問題に してい る わけではないが , 保険

を商品 と みなす こ と は , 場合に よ っ て は , かえ っ て消費者には理解 し に く い場合が あ る の

ではないか。 現在 , 金融商品 と い う 表現は認知 さ れ , 広 く 流布 してお り , 保険を ｢商品 ｣

と みなす用法は広 く 一般化 し てい る 。 例 えば現在のマーケテ ィ ン グの分野において も , 金

25 こ の説明 は , 掛け捨て と い う 誤解を正す と い う よ り は , 保険を助 け合いの制度 と 捉え る説明 と して展開 さ れる こ と
が多い。 も っ と も 保険を助け合い と と ら え る こ と には批判が多い。 水 島 [2006Lpl l , 田 村ロ 99 0l , pp205 ‐209 等。

6



濯 平成 2 1 年度 日 本保険学会大会 露

共通論題 『保険概念の再検討｣

レ ジ ュ メ : 安井敏晃

融商品は商品であ る こ と が 当然の前提 と して分析が進め られてい る 26。 も ち ろ ん , 保険会社

が保険を商品 と みな し た う えで , 経営戦略やマーケテ ィ ン グ戦略を検討する こ と に 問題が

あ る わけではない。 し か し なが ら , 保険を商品 と みなす こ と は , あ く ま で も 一種の擬制で

あ る こ と を , 改めて確認 してお く 必要が あ る のではないだろ う か。

例 えば商品 を専門 に扱 う 分野であ る 商品学においては , 金融サー ビス ど こ ろ かサー ビス

自 体を商品 と は考えない見解が あ っ た27 。 ｢商品学では有形の経済財だけに限定 し , サー ビ

ス は除外する ｣ 28。 ま た , ｢商品学で対象 と す る 商品は , 交換価値が主 と し て実質に あ る 実

質的商品お よ びサー ビス (用役) に限 られる ｣ と し てサー ビス を商品 に含め なが ら も , ｢有

価証券な どの よ う に交換価値を も ち , 商取引 の対象 と な っ ていて も , それ 自 身が使用価値

を も たない も の , すなわち交換価値が単に形式のみに あ る形式的商品は , 商品学上の商品

の範嗜に入 ら ない ｣ と す る 見解が あ る 。 こ う な る と , 金融商品の 中 には商品 の範梼か ら 除

外 さ れる も の も あ る 29。

つ ま り , 保険を考え る 際に は , 保険が商品であ る こ と を常に前提 と し て考え る 必要はな

いのであ る 。 も ち ろん , 保険企業 と し て経営戦略やマーケテ ィ ン グを検討す る 際に , 保険

を商品 と みなす こ と に反対 し てい る わけではない。 ただ消費者に対する保険の説明 と し て

は , 商品 であ る こ と に縛 られ る必要は無いはずであ る 。 む し ろ保険を商品 と みな さ ないほ

う が理解 されやすいのではないか。 ｢補償を買 う ｣ と い う よ り は リ ス ク 分担か らする説明 に

よ り , ｢保険 と い う 制度に加入する ｣ と 伝 え る ほ う が , 保険料 と 保険に と り 不可欠な危険団

体の存在 と を結びつけてい る 点で よ り 理解 しやすいのではないか。 自 分に対 し て何 も支払

われない場合が あ る こ と を理解する のは難 し く ない。 保険を あ えて商品 と みな さ ずに検討

する こ と も必要だろ う 。

こ の よ う に考え る と , まず掛け捨て と い う 誤解を防 ぐためには , 多数の者が集ま る , ｢ リ

ス ク 分担の制度｣ であ る と い う こ と こ そ , 消費者に伝えねばな ら ない こ と と い え る だろ う 。

それが伝え られれば, 非難の多い掛け捨て が誤 り であ る こ と がわか る 。 前述 した保険の定

義をみて も , いずれ も表現は違 う も のの , リ ス ク 分担であ る こ と が示 さ れていた。 他に も

保険の最 も重要な要素 と し て , こ の こ と を示す見解は多い30。 逆に , こ の リ ス ク 分担の制度

であ る こ と を抜 き に し て は保険を説明する こ と はで き ない 。 こ れが保険概念に と り 不可欠

な条件 と い え る のではないか。

結びにかえて

26 例 え ば, 石井 [ 1 993 ] , pp . 5 5 ‐ 5 8 .
2 7 l 997 年の論説では, ｢つい最近ま で , 商品学は研究対象を有形財 . 可動財に限定 し , サー ビス を除外 して き た ｣ こ と
が指摘 さ れてい る 。 野本 [ 1 997 l , p . 5 7 .

2 8 水野口9 8 7ー 『商品学読本 (第 2 版) 』 忍 l 8 .
29 小西 [ 1 9 7 3 ー ,p . ー 5 . なお改訂版の l 刷は l 973 年だが , 参照 した改訂 32 刷は 2000 年に発行 さ れてい る 。
3 0 岡 田 [ ー 99 5臣 l 59 ,古瀬 [2006] p . 6 .
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以上 , 保険に対する掛け捨て と い う 表現を も と に , 保険概念のなかで , コ ア と な る 不可

欠な条件について考えてみた。 し か し なが ら , 保険 と い う 複雑な概念を説明す る の に , こ

れだけで十分であ る と 主張す る つ も り “ま ない。 例 え ば , 近代保険 と し て不可欠な条件であ

る , 保険料が前払い確定保険料方式に よ る も の こ と を伝えて はいない。 こ の表現だけで ,

保険を十分に説明で き る わけではない。 そ のた め , 正確に伝 え られ る だけの時間や紙幅に

余裕が あ る な ら , さ ら に展開 し てい く 必要が あ る 。

し か し なが ら , 消費者に対する保険教育 と して , ま ず最初の段階で誤 り な く 保険をイ メ

ー ジ させ る ため に は , こ の多数の者が集ま り 相互に リ ス ク を分担す る制度であ る こ と を理

解 さ せ る必要が あ る だろ う 。 こ れだけで も , 巷間 に あふれ る誤解を防 ぐ こ と に な る のでは

ないか。
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リ ス ク移転お よび集積システム と しての保険-経済学的アプロ ーチ-

長崎大学 大 倉 真 人十

アブス ト ラ ク ト

保険システ ム の機能を説明する 上でのポイ ン ト は 、 ｢移転｣ と ｢集積｣ であ る 。 移転を通

じて 、 各主体の危険回避度に応 じた リ ス ク 配分を行 う こ と がで き る 。 ま た 、 集積を通 じて 、

集団に属する各主体同士の リ ス ク の相殺が可能 と な る 。

以上の こ と を基礎に 、 本論文では 、 保険を ｢ リ ス ク を保険会社に移転 し集積す る こ と を

通 じ て 、 社会的 に望ま しい リ ス ク 配分を生み出すシス テ ム ｣ と 規定 した上で 、 その機能に

ついて簡単な経済モデルを用いた分析を行 う こ と を主た る 目 的 と す る 。

さ ら に本論文では 、 こ の よ う な保険シス テ ム の機能が現実社会において万能な も のでは

な く 、 そ の機能の発揮を阻害する様々 な要因が存在する 点について も述べてい く 。

キー ワー ド

移転、 集積、 経済モデル

1 . 序

社会に存在す る各主体は 、 常に何 ら かの リ ス ク に さ ら さ れてい る 。 そ して 同時に 、 そ の

よ う な リ ス ク の分布は 、 多 く の場合、 個人的に見て も社会的に見て も 効率的ではない。 一

例 と し て 、 自 動車事故の リ ス ク や一家の大黒柱の死亡 と い っ た リ ス ク を考えてみ る 。 平均

的な所得を持つ家計に と っ て は 、 こ れ ら の リ ス ク は 自 身の負担能力 をは る かに超え る損害

(賠償) 額を生 じ さ せ る 可能性を有 してい る 。 逆に 、 よ り 負担能力の大き な主体に と っ て

は 、 そ の負担能力が十分に活用 さ れていないか も しれず、 そ の分だけ社会的に見て非効率

性が生 じてい る か も しれない。

そ し て各主体は 、 リ ス ク に対 し て何 ら かの対策を講 じ る 必要に迫 られる が 、 そ の手法は

リ ス ク の大き さ ･ 種類その他に よ り 様々 であ り 、 そ の よ う な手法の 1 つ と し て挙げ られる

のが ｢ リ ス ク 移転｣ であ る 。 ｢ リ ス ク 移転｣ と は 、 端的には ｢ あ る 主体の リ ス ク を別の主体

へ移 し替え る こ と ｣ を言 う 。 よ っ て契約 を通 じて 、 あ る 主体 と し ての個人や企業の リ ス ク

を別の主体であ る保険会社に移 し替え る保険は 、 リ ス ク 移転の-手法 と し て位置づけ られ

る 1 。

+ 長崎大学経済学部唯教授。 Emai l : okura@nagasaki ‐u . ac ,J p
l 保険が リ ス ク 移転の一手法であ る こ と は 、 多 く の保険論 ･ 保険学のテ キス ト で述べ られて
い る (例 えば、 近見他 (2006 , 第 2 章) 、 水島 (2006 , 第 1 部 1 ) お よ び下和 田 (2007 , 第 3
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し か し なが ら 、 昨今におけ る金融技術の発達等に よ り 、 保険は ｢ リ ス ク 移転｣ の手法の

｢ 1 つ ｣ に過ぎないのが現状であ る 。 オプシ ョ ンな どに代表 され るデ リ バテ ィ ブ取引 な ど も

ま た 、 当 該取引 を通 じて 、 あ る 主体の リ ス ク を別の主体へ移 し替え る機能を有 してい る 。

実際、 こ れ ら の取引 は 、 保険に替わ る リ ス ク 移転であ る こ と か ら 、 ｢代替的 リ ス ク 移転｣ (ART)

と 呼ばれてい る 。 それゆ えに ｢ リ ス ク 移転｣ と い う性質のみでは 、 保険を個別的に特徴づ

けた こ と にはな ら ない。

では 、 同 じ ｢ リ ス ク 移転｣ の機能を有す る保険契約 と デ リ バテ ィ ブ取引 と の違いは何で

あ ろ う か ? こ の よ う に考えた と き に考慮すべき なのが 、 保険にお け る ｢集団形成｣ の観点

であ る 。 すなわち保険では 、 保険会社 と い う 『集団 ｣ において各主体の リ ス ク が集積 さ れ

る 。 そ し て こ の よ う な集積は 、 集団 に属する各主体同士の リ ス ク の相殺を可能 と す る が 、

こ の よ う な機能は保険に固有の も のであ る と 評価でき る 2。

以上の こ と を基礎に 、 本論文では 、 保険を ｢ リ ス ク を保険会社に移転 し集積する こ と を

通 じて 、 社会的に望ま しい リ ス ク 配分を生み出すシス テ ム ｣ と 規定する 3。 そ の上で 、 保険

システ ム の機能について 、 Borch ( 1 990 , Chapter 2 お よ び 3 ) をベース と した簡単な経済モデル

を用いて検討 してい く こ と を本論文の主た る 目 的 と す る 4。 ま たモデル分析の後 、 こ の よ う

な保険シス テ ム の機能を阻害する い く つかの要因 を列挙 し た上で 、 これ ら の要因の消去あ

る いは削減が ｢保険シス テ ム の健全化風こおいて重要な こ と であ る と い う 結論を展開する 。

2 。 モデツレ

1 社の保険会社 と “ 人 (ただ し " ≧ 2 ) の保険に加入する個人が存在する経済を考え る 。

最初に個人にかかる モデル上の設定お よ び仮定について述べてい く 。

ま ず 、 " 人の個人は初期賦与額、 事故発生確率等の点において 同質的であ る と 仮定 し よ う 。

なお 、 こ の と き におけ る初期武与額を W > 0 、 事故発生確率を ガ E @, 1/2 ) と それぞれ記載
する 。 ま た 、 事故時に発生する損害額は定額であ り 、 それを D > 0 と 書 く 。 そ し て 、 こ の “

人の個人の リ ス ク 間 に は同一の相 関関係が存在す る も の と し 、 そ の程度 (相 関係数) を

章他) な ど) 。

2 こ の よ う な保険におけ る ｢集団形成｣ にかか る議論 と して 、 大倉(2003 ) も 参照。 ただ し 同

研究は、 集団 に属する各個人を どの よ う に危険分類 してい く べき かを主眼 と し てお り 、 リ
ス ク 移転その も の にかかる議論は行われていない。

3 こ の こ と は 、 以下の下和 田 (2007 , p , 4 5 ) におけ る記述に合致する 。 ｢ リ ス ク の移転 と い う
視点か ら だけでは 、 デ リ バテ ィ ブな ど と の 区別が難 し く 、 保険の定義 と して は不十分であ
る 。 … (中略) … 保険は、 多数の個人 ･ 企業が集団への リ ス ク の移転を通 じて結合す
る こ と で 、 リ ス ク が顕在化 し て損失が発生 した場合に 、 そ の損失を集団全体で分担する 。
すなわち 、 リ ス ク が集団内で分散 され る 。 ｣

4 正確に言えば、 本論文では、 Borch ( 1 990 , Chapter 2 お よ び 3)で示 さ れた個人 と 保険会社間
におけ る リ ス ク 交換モデルに 、 個人 リ ス ク の相関を加 えたモデルを展開 してい く 。 なお こ

れに関連 して 、 Borch に よ る保険経済分析全般をま と めたサーベイ であ る Lemaire ( 1 990) も
あわせて参照。
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ダ E 十 九1 1 で示す5 。 ま た個人は (弱い意味での ) 危険回避者であ る と し 、 そ の絶対的危険
回避度を を ≧ 0 と す る 6。 なお簡単化のため 、 絶対的危険回避度は所得等の大き さ に関わ ら

ず一定であ る と 仮定する 。 そ し て個人は 、 保険料“ > 0 、 保険金 S S D の保険契約を締結

する も の と す る 7。

こ の と き 個人の確実性同値額を CEC と 書けば、 それは以下の式に よ っ て近似 される 8。

( 1 )

ただ し 、 EPC は保険加入時にお け る個人の期待利得を 、 戊のを は保険加入時におけ る個人の

所得の分散をそれぞれ示す。 そ して ( 1 )式の う ち 、 リ ス ク に関連する のは右辺第 2 項であ り 、

こ の部分を瑯K!勘は定義すれば、 それは 、

物を = 増w - “ - D 十 s) - E度 }2 十 (1 “){(w - “) - E島 }2 (2)

と 計算 さ れ、 五島 = “ - “ - “@き) であ る こ と か ら 、

R榔C =を(1“)(D - s)2 (3 )

と な る こ と が分か る 。

次に保険会社について見てい こ う 。 先ほ ど と 同様に 、 保険会社の確実性同値額を CEノ と

表記すれば、 それは 、

(4)

と な る 。 ただ し ろ は保険会社の絶対的危険回避度を示す。 ま た保険会社も (弱い意味での)

危険回避者であ る と 仮定 した上で 77 ≧ 0 と お く 。 ま た 、 E巧 は保険加入時におけ る保険会社

の期待利得を 、 者αろ は保険加入時におけ る保険会社の所得の分散をそれぞれ示す。 そ して

先 ほ ど と 同 様 に 、 リ ス ク に 関 連す る の は (4) 式 の 右辺 第 2 項 で あ り 、 こ の 部 分 を

旙瓦 弓蕗のろ と 定義する 。
こ の と き 分散 茗αろ は 、

掩る 勤掩を {1 十 (“ - ー回 (5 )

5 定義 よ り ダ = o も含まれる が 、 こ の と き 個人間の リ ス ク は無相関 と な る 。

6 絶対的危険回避度 と は 、 当該主体の危険回避の程度を示す も のであ り 、 効用 関数を 撲り 、

保有する所得等を α と 書けば、 - “ ! " ⑫/“ - ⑫ に よ っ て示 さ れる 。 詳細については 、 例刻ま酒
井( 1 9 82 ,第 5 章)な ど を参照。
7 ただ し以下では 、 各個人が 自 発的に契約する水準の保険料お よ び保険金が提示 されてい る

も の と 仮定 した上で議論を進め る 。

8 こ の計算式の導出方法については 、 praは ( l 964) 、 Arrow( 1 97 1 , Chapter 3 )お よ び酒井( 1 9 82 ,

第 5 章)な ど を参照。
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と 示す こ と ができ る 9。 ただ し 者“為 は 、 保険会社が 1 人の個人に保険を販売する こ と に よ っ

て生 じ る 分散を表 してい る 。 そ の上で 防のを は 、 1 人の個人に保険を販売 した場合におけ る

期待利得 ( E職 と 表記) が EA = “ - 燈 と な る こ と を利用する こ と で 、

物な ニ ガ抱き) - E職 }2 十 (1 - の{“ - E島 }2 ニ ガ(トリs 2 (6)

と 算出す る こ と ができ る 。 それゆ え 、 (5 )式お よ び(6)式を用 い る こ と で 、

R郊戸をキガ){1 十 (“ - 1)“ }s 2 (7)

が得 られる 。

そ して以上の準備を も と に 、 最適な リ ス ク 配分について考察 してい く こ と にする 。

最初に 、 ｢最適な リ ス ク 配分｣ を 、 以下に示す社会全体の総 リ ス ク ( 尺歴Xr ) を最小にす

る よ う な リ ス ク 配分であ る と 定義する l o。

な万(ぢを如き)2 十礎 十 (弓磯2 1 ③
その上で、 最適な リ ス ク 配分を導出すべ く 、 瓦焔Kr を S で偏微分する こ と で l 階条件を

導出すれば、

型些翔破1 - のト “ゆき* )概 ね 十 (“ - 1)“}ゞ l s o (9)
　　

と な る (ただ し上付き * はそれが最適解であ る こ と を示す) 。 そ し て (9)式を解 く こ と で、 最

適な リ ス ク 配分を実現する た めの保険契約 (以下 こ れを ｢最適保険契約 ｣ と 呼ぶ) が以下

の よ う に導出 さ れる 。

l 十 (“ - 1)ダ > 0 の場合 :

ゞ = を ( 1 0)
を げま1 十 (“ - l易D

1 十 を - 1)ダ ≦ 0 の場合 :
S * = " ( 1 1 )

こ の と き ( 1 0)式お よ び〔 1 1 )式の含意は 、 以下の 4 点に要約する こ と ができ る 。

( 1 ) 最適保険契約は、 個人の数お よ び リ ス ク 間 におけ る相関係数に よ っ て 2 つの タ イ プ

に識別する こ と ができ る 。 1 つめの タ イ プは( 1 0)式に示 さ れ る 。 これは 、 相関係数 ダ が非負

の と き 、 ま たは相 関係数が負であ り かつ個人が相対的に少数の と き において実現す る最適

9 こ の計算式は、 Hamngton and Niehaus (2003 , Chapter 4 ) において示 さ れてい る リ ス ク が 2
つの場合の計算式を ね 個の場合に拡張 し た も のであ る 。

1 0 保険料は、 個人か ら保険会社への所得移転に過ぎない こ と か ら 、 盤SKr の式には出現 し

た験 し ･ 。
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保険契約であ り 、 その保険契約は各種変数に よ っ て決定する 。 それに対 して 2 つめの タ イ

プは(= )式に示 さ れ る 。 これは 、 相 関係数が負であ り かつ個人が相対的に多数の場合におい

て実現する最適保険契約であ り 、 確定値 と し ての全部保険 と し て表現 さ れる 。

( 2 ) ( 1 o)式 よ り 明 ら かな よ う に 、 1 + (か 1)ダ > o の場合にお るナ る最適保険契約ま 、 他の条
件を一定 と し た場合、 個人お よ び保険会社の絶対的危険回避度の (相対的な ) 大 き さ に よ

っ て決定す る 。 よ り 詳細に述べれば、 最適な リ ス ク 配分は 、 絶対的危険回避度が低い主体

が よ り 多 く の リ ス ク を負担す る こ と に よ っ て実現す る のだ と 言え る 。 なお現実には 、 保有

富の規模その他が小 さ い個人 (特に家計) の絶対的危険回避度は高い傾向 に あ り 、 逆に保

有富の規模その他が大き な保険会社の絶対的危険回避度は低い と 評価可能であ る 1 1 。 よ っ て 、

個人が保険シス テ ム を利用す る こ と に よ っ て リ ス ク 移転を行 う こ と は 、 最適な リ ス ク 配分

の 実現 と い う 観点 か ら 見 て 望 ま し い こ と で あ る と 結論づ け ら れ る 。 そ れ に 対 し て 、

1 十 (" - 1)ダ ≦ o が満た さ れる場合には 、 ( 1 1 )式 よ り 確定値であ る全部保険が最適保険契約 と
な る こ と か ら 、 個人お よび保険会社の絶対的危険回避度の (相対的な ) 大 き さ は 、 最適保

険契約の決定に影響 し ない。

( 3 ) ( 1 0)式 よ り 明 ら かな よ う に 、 1 十 (“ - 1)ダ > o の場合におけ る 最適保険契約の大き さ は 、
他の条件を一定 と し た場合、 個人の リ ス ク 間 におけ る相関係数に よ っ て決定づけ られ る 。

よ り 具体的には 、 相関係数 ダ が小 さ ければ小 さ いほ ど 、 最適保険契約の大き さ は大き く な

る 。 さ ら に 、 極端なケース と し て ク = - 1 について考えれば、 1 + (か 1)ダ = 2 - " ≦ o と な る

こ と か ら 、 ( 1 1 )式 よ り S * ± D が常に最適保険契約 と な る 。 よ っ て こ の場合、 仮に保険会社
が強い意味での危険回避者であっ た と して も (すなわち ろ > 0 であ っ た と し て も ) 、 保険契

約 を通 じて全ての リ ス ク を保険会社に移転する こ と が最適な リ ス ク 配分 と な る 。

( 4 ) ( 1 0)式 よ り 明 ら かな よ う に 、 1 + (を 1)ダ > o の場合におけ る最適保険契約の大き さ るま 、
他の条件を一定 と した場合、 保険に加入する個人の数 “ に よ っ て も影響を受け る 。 そ してそ

の影響は 、 相 関係数 ダ の符号に よ っ て異な る 1 2。 も し相関係数が正であれば、 " が増えれば

増 え る ほ ど 、 ゞ の大き さ は小 さ く な る 。 換言すれば、 リ ス ク 間 の相関関係が正の場合 (特

にその正の程度が大き い場合) 、 保険が利用 さ れる余地は小 さ く な る と 言え る 。 こ の こ と は 、

一般的に正の相関が高い と さ れてい る 地震 リ ス ク な どが保険の利用 に あま り 適 さ ない と さ

れてい る議論に合致 してい る 1 3 。 それに対 して相関係数が負であれば、 “ が増 えれば増 え る

= こ れは ｢絶対的危険回避度減少の仮説｣ と 呼ばれる も のであ る 。 詳細について は 、 酒井

( 1 9 82 ,第 5 章)を参照。
1 2 以下では ろ > o を前提に議論を進め る ( る = 0 の と き には 、 “ の大 き さ と は無関係に
ぎ = D と な る ) 。

1 3 同様に 、 リ ス ク 間 におけ る 正の相関関係の存在が (地震) 保険の利用余地を小 さ く する

と い う 指摘 と して 、 高尾( 1 99 8 ,第 3 章) を参照。
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ほ ど 、 ゞ の大き さ は大き く な る 1 4。 換言すれば、 リ ス ク 間 の相関関係が負の場合 (特にそ

の負の程度が大き い場合) 、 保険が利用 される 余地は大き く な る と 言え る 。 こ の こ と は 、 各

個人の リ ス ク 同士が負の相関関係 と な る よ う るこ集積する こ と が 、 保険の利用性の拡大につ

なが る こ と を意味 してい る と 言え る 。 最後 に相関係数がゼ ロ の と き には 、 " の大き さ は ぜ の

大き さ に影響を与えない。

3 . 保険システムの阻害要因

前章において は 、 保険シス テ ム におけ る リ ス ク 移転お よ び リ ス ク 集積の機能について検

討する と と も に 、 その特徴をモデルに よ っ て議論 した。

しか し なが ら 現実の保険市場は 、 当然なが ら モデルで示 し た よ り も複雑であ る 。 それゆ

えにモデルに示 した形の リ ス ク 移転は、 あ る意味 ｢理想解｣ であ り 、 現実に こ の よ う な ｢理

想解｣ が実現す る必然性はない。 そ こ で本章では 、 先に示 し た解の実現を阻害する諸要因

について簡単に論 じ る こ と に したい。

( 1 ) 取引 コ ス ト

保険シス テ ム の利用 には 、 相応の コ ス ト 発生が不可避的であ る 。 例 えば、 代理店や保険

募集人に対する報酬、 広告宣伝費 、 保険契約を保全管理す る ための コ ス ト な どが これに該

当する 。 そ し て これ ら の コ ス ト は 、 付加保険料の形で (営業) 保険料に賦課 される 。

こ の よ う な付加保険料の存在は 、 リ ス ク の軽減お よ び効率的な配分に寄与する も のでは

な く 、 それゆ え に 当該 コ ス ト 支出分だけ 、 最適な リ ス ク 配分の実現を困難にす る ない し は

最適な リ ス ク 配分か ら垂離 した リ ス ク 配分の実現を招いて し ま う 。 さ ら に 、 こ れ ら の コ ス

ト が相対的に高額な場合、 各個人は 、 保険以外の方法に よ っ て 、 (最適な) リ ス ク 配分の実

現を行お う と する かも しれない。

( 2 ) 情報の非対称性

現実の保険市場においては 、 様々 な意味での情報の非対称性が存在する 。 例 えば 、 保険

会社は 、 各個人の正確な健康状態にかかる情報を十分に有 してない可能性が高 く 、 ま た 日

常の損害防止にかかる 注意努力水準について も 明 ら かではない。 ま た逆に 、 各個人は 、 保

険会社が販売す る保険商品 の詳細な 内容についての知識を十分に有 していない可能性が高

く 、 ま た保険会社の経営状態 ･ 財務状態についての情報について も完全ではない。

そ し て多 く の先行研究が 明 ら かに し てい る よ う に 、 こ の よ う な保険市場におけ る情報の

非対称性の存在は 、 最適な リ ス ク 配分の実施を 困難にする 。 例 えば 、 保険会社が個人の リ

ス ク タ イ プを識別でき ない場合、 最 も ハイ リ ス ク であ る個人 を除いた全て の個人は 、 情報

の非対称性の存在を理由 に 、 最適な リ ス ク 配分を実現する よ う な保険を購入する こ と がで

14 ただ し 、 1 十 (“ - 1ヤ ≦ o が実現する程度に " が増 えた場合、 ( 1 1 )式 よ り 、 “ が増加 して も ぎ
は不変 ( S * = " ) と な る 。
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き な く な る 1 5。

さ ら に本モデルに照 ら し て議論すれば、 例 えば 、 個人 ･ 保険会社 と も に 、 相手の絶対的

危険回避度を知 る こ と は困難であ る と 考え られ る 。 こ の よ う な状況下においては 、 理論的

に最適な リ ス ク 配分を実現す る保険契約水準が分かっ ていた と し て も 、 それを実際に実現

する ため に は 、 何 ら かの制度等の活用が必要 と な る 。 し か し なが ら 、 そ の よ う な制度等の

活用 は、 新たな取引 コ ス ト の発生を 引 き 起 こ し 、 ひいてはそ の分だけ非効率性が生 じ る こ

と に な る 。

( 3 ) リ ス ク と イ ンセ ンテ ィ ブの ト レー ドオフ

本論文では 、 ｢最適な リ ス ク 配分｣ の実現について焦点を 当 てた議論を行っ てい る が 、 最

適な リ ス ク 配分の実現は 、 イ ンセ ンテ ィ ブ設計を損ねる可能性が あ る 。 すなわち 、 自 身が

直面 してい る リ ス ク の減少は 、 不必要な水準の リ ス ク ･ プ レ ミ ア ム を負担 し な く て も 良 く

な る と い う メ リ ッ ト が あ る 反面 、 リ ス ク の減少に伴 う 、 努力イ ンセ ンテ ィ ブの減少 を 引 き

起 こす と い う デメ リ ッ ト を生み出す可能性があ る 。 そ し て多 く の先行研究が 明 ら かに し て

い る よ う に 、 こ の よ う な リ ス ク と イ ンセ ンテ ィ ブの ト レー ドオフ は 、 完全情報ま たは保険

会社が危険中立者であ る場合を除き 、 完全に除去する こ と はでき ず 、 よ っ て両者の最適値

を 同時に実現する こ と は現実的には少なか らず困難であ る l 6。

以上の こ と か ら 、 ｢最適な リ ス ク 配分｣ は 、 あ く ま で 『 リ ス ク ｣ と い う 1 つの側面か ら 見

た最適性の概念に過ぎない点に注意する必要が あ る 。

4 . 結

保険システ ムの機能を説明する 上でのポイ ン ト は 、 ｢移転｣ と ｢集積｣ であ る 。 移転を通

じて 、 各主体の危険回避度に応 じた リ ス ク 配分を行 う こ と ができ る 。 ま た 、 集積を通 じて 、

集団に属する各主体同士の リ ス ク の相殺が可能 と な る 。

以上の こ と を基礎に 、 本論文では 、 保険を ｢ リ ス ク を保険会社に移転 し集積する こ と を

通 じて 、 社会的に望ま しい リ ス ク 配分を生み出すシス テ ム ｣ と 規定 した上で、 その機能に

ついて簡単な経済モデルを用いた分析を行っ た。

さ ら に本論文では 、 こ の よ う な保険シス テ ム の機能が現実社会において万能な も のでは

な く 、 その機能の発揮を阻害する様々 な要因が存在する点について も述べた。 こ の こ と は 、

｢望ま し い保険シス テ ム の構築｣ を行 う た め に は 、 こ れ ら の要因 についての検討が必須で

1 5 いわゆ る逆選択の観点か ら の議論であ る 。 こ の よ う な結論が得 られ る メ カ ニズムその他

については 、 Rothschi ld and stigl itz ( 1 976)お よ び高尾( 1 99 8 , 第 1 章)な ど を参照。
1 6 医療保険を例に こ の点を指摘 した先駆的研究 と し て 、 Zeckhauser ( 1 970) を参照。 ま た リ ス
ク と イ ンセ ンテ ィ ブ と の ト レー ドオフ 関係をプ リ ンシパル ･ エージェ ン ト 関係の観点か ら

分析 した研究 と し て 、 Shaven ( 1 979) 、 Ho lmstrom ( 1 979)お よ び Gros sman and Ha宜 ( l 9 83 ) を参
照。 さ ら に 、 こ れ ら にかかる テ キ ス ト レベルでの説明 と し て 、 Milgrom and Robens ( 1 992 ,

Chapter 7)お よ び Salanie ( 1 997 , Chapter 5 ) も 参照の こ と 。

7
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あ る こ と を意味 し てい る と 言え よ う 。
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レジュ メ ! 後藤 元

法律の適用 ･ 解釈におけ る保険概念の役割

学習院大学 後藤 元

I . は じ め に

法解釈論において 、 保険 と は何か と い う こ と に 関す る議論が意味を持ちそ う な局面は 、

そ の適用 が 問題 と な っ てい る 法規定の性質に よ っ て 、 大 き く 二つに分け る こ と がで き る と

思われる 。

すなわ ち 、 第一に 、 ｢保険｣ で あ る こ と が 当該規定の適用要件になっ てい る場合が あ る 。

こ こ では 、 あ る 取引 がま さ に 『保険｣ 取引 であ る のか否か、 と い う こ と が 問題 と な る 1。 第

二に 、 当該規定の要件に ｢保険｣ と い う 概念は含まれていないが 、 あ る 取引 に 当該規定を

適用する に際 して 、 当 該取引 が保険取引 であ る こ と が どの よ う な影響を与え る か と い う こ

と が 問題 と な る場合も あ る 。

第一の局面で問題 と な る 法律 と して は、 も ち ろん保険契約法 (保険法) と 保険監督法 (保

険業法) が あ る 。 ま た 、 租税法も 、 課税要件を定め る に 当 た っ て私法上の概念に依拠する

こ と が多いため 、 問題 と な る 取引 が保険であ る のか ど う かが 問題 と な り 得る 。 こ れま で問

題 と な っ た具体例 と し て は 、 ク レ ジ ッ ト デ リ バテ ィ ブや天候デ リ バテ ィ ブな どが挙げ られ

よ う 。 他方 、 第二の局面については 、 こ れま でに問題 と な っ た具体例 と し て は 、 独 占禁止

法がカルテル行為に対する課徴金の額を業者の売上額を基準 と し て定めてい る と こ ろ 、 保

険料についてカルテル行為 を行っ た保険会社の売上額 と は何か と い う こ と が あ る 。 こ の事

案では、 取引 内容 自 体は 、 典型的な保険であっ た。

以下では 、 第一の局面について は 、 典型的な保険取引 ではない タ イ プの取引や典型的な

保険取引 と 類似 し てい る が保険契約 と し ては構成 さ れていない取引 が保険契約法 ･ 保険監

督法 ･ 租税法上 どの よ う に扱われ る か と い う 問題を検討 し 、 第二の局面については 、 保険

学等にお け る ｢保険｣ の本質 ･ 機能に関する議論が法律の解釈に どの よ う な影響を与 え る

か と い う 問題の例 と し て 、 上記の独 占禁止法 と 保険会社の売上額の問題を検討する こ と に

し たい。 なお 、 こ れ ら の検討においては 、 それぞれの法律におけ る ｢保険｣ 概念の確立を

目 指 してい る わ けではない。 あ く ま で 、 具体的取引 についての具体的な規定の適用 の是非

の検討が 目 的であ り 、 それに際 し て 、 法律学以外の領域でな さ れて き た議論を法律解釈に

当 た っ て どの よ う に受け と め る か と い う こ と が 問題 と な る 。

ロ . 典型的な保険以外の取引 と 保険契約法 ･ 保険監督法 ･ 租税法の適用

1 . は じ め に

保険 と は何であ る か 、 保険の本質は何か と い う 問題は 、 古 く か ら膨大な議論が蓄積 さ れ

1 山下友信 ｢保険 ･ 保険デ リ バテ ィ ブ ･ 賭博- リ ス ク 移転取引 のボーダー｣ 江頭憲治郎 =増

井良啓編 『市場 と 組織』 22 7 頁 (東京大学出版会 、 2005 年) 参照。
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てい る 。 こ こ では 、 近時の文献におけ る議論を紹介する に と どめ ざ る を得ない。

た と えば 、 吉澤卓哉は 、 リ ス ク ヘ ッ ジ ャ ーに存在す る経済的 リ ス ク を リ ス ク テイ カ ーに

移転する こ と 、 同質で相互独立の リ ス ク を多数集積す る こ と 、 リ ス ク ヘ ッ ジヤ ーに よ る プ

レ ミ ア ム の支払いに よ っ て リ ス ク が各 リ ス ク ヘ ッ ジヤ ーに分散 さ れ、 個 々 のヘ ッ ジ ヤ ーの

不安定な リ ス ク が他人の多数の リ ス ク の極小部分の集合 と い う 安定的な リ ス ク に変換 さ れ

る こ と の三つが保険の要件であ る と し てい る 2。 ま た 、 保険法 2 条 L 号は 、 保険契約を ｢ 当

事者の一方が一定の事由 が生 じ た こ と を条件 と し て財産上の給付… を行 う こ と を約 し 、 相

手方が これに対 して 当該一定の事由 の発生の可能性に応 じた も の と し て保険料… を支払 う

こ と を約す る契約｣ と 定義 し てい る と こ ろ 3 、 山下友信は、 保険契約法学においては 、 これ

に加 えて収支相等の原則 と 大数の法則の利用 も私保険の要素 と 一般に考え られてい る と し

てい る 4。

典型的な保険が 、 こ れ ら のいずれの点 を も 具備 してお り 、 それに対 し て保険法 ･ 保険業

法等の規律がそのま ま適用 さ れ る こ と について は 、 争いはない と 思われる 5。 問題 と な る の

は 、 こ れ ら の要素のいずれかを欠 く 取引 に対 し て 、 保険法等が どの よ う に適用 さ れ る か と

い う 点であ る 。 ま た 、 逆に こ れ ら の要素 をすべて備えてい る 場合には 、 保険法等が 当然に

適用 され る こ と に な る のか と い う 問題 も あ る 。

2 . 保険契約法

( 1 ) 取引 の有効性

まず、 保険契約法の適用 の前段階 と し て 、 あ る 取引 が私法上有効 と い え る か ど う か 、 民

法 90 条の公序良俗に違反する も の と し て無効にな ら ないか ど う か と い う こ と が 問題 と な る 。

た と えば 、 過去には 、 デ リ バテ ィ ブ と 賭博 と の異同が論 じ ら れた。 も っ と も 、 こ の 問題に

ついて 、 当該取引 が ｢保険｣ であ る か否か と い う こ と は 、 決定的な意味を持つ も のではな

く 、 当該取引 が公序良俗に違反す る も のか ど う かについて 、 当該取引 の社会的有用性 (た

と えば、 効率的な リ ス ク 分担の実現) の有無 と い う 観点か ら 実質的な検討を行 う べき であ

2 吉澤卓哉 『保険の仕組み』 (千倉書房 、 2006 年) 。

3 平成 20 年改正前商法 629 条お よ び 673 条は 、 損害保険契約お よ び生命保険契約を 、 保険
者に よ る損害填補 ･ 一定金額の支払の約束に対 して 、 ｢相手方力 之ニ其報酬ヲ 与フル コ ト ラ
約スル｣ も の と 定義 していた。 こ れ と 保険法 2 条 1 号の文言を比較する と 、 保険法は、 保
険料が保険事故の発生可能性に応 じた も の と さ れる こ と を要求 してお り 、 給付反対給付均
等の原則が緩やかな形で要件 と さ れた と い う こ と がで き よ う (村 田敏一 ｢保険の意義 と 保
険契約の類型、 他方 と の関係｣ 落合誠一= 山下奥孝編 『新 しい保険法の理論 と 実務』 28 頁 、
29 - 30 頁 、 36 頁 (経済法令研究会、 2008 年) 参照) 。 なお 、 平成 20 年改正前商法の下で
も 、 告知義務や危険増加についての通知義務の存在か ら 、 商法は給付反対給付均等の原則
も保険の要素 と 見てい る と の指摘も あ っ た ( 山下友信 『保険法』 8 頁 (有斐閣 、 2005 年) ) 。
4 山下 ･ 前掲 (注 3) 6 - 8 頁。

5 なお 、 本報告では 、 保険 と 共済の関係に関する 問題は省略する 。 こ の点について は 、 江澤
雅彦 ｢保険 と 共済の 『境界』 について ｣ 保険学雑誌 605 号 1 3 頁 (2009 年) を参照。
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ろ う 67。

( 2 ) 保険法の規定の適用

では 、 有効であ る 取引 の契約に保険法の規律を適用すべき か ど う か と い う 問題について

は 、 当該取引 が ｢保険｣ であ る か否か と い う こ と は ど う い う 意味を持つだろ う か。

た と えば、 ①あ る者が 1 年以内に死亡 した ら L 億円 を支払 う 旨 を 1 万 円 の受領 と 引換え

に約する取引や、 ②あ る者の所有家屋が 1 年以内に火災に よ り 焼失 した ら 1 億円 を 1 万 円

の受領 と 引換えに約する取引 を 、 収支相等の原則が確保 されない規模 (極端にいえば、 1 名

と だけ ) で行 う 場合、 前述の吉澤や山下の定義に よれば、 リ ス ク の集積を欠 き 、 保険では

ない と い う こ と に な る と 思われる 。 ま た 、 ③天候デ リ バテ ィ ブについては 、 実務上 、 現実

の 生 豆 給 ･ が な さ れる ため 、 (損害) 保険ではない と 解 さ れてい る よ う であ る

ない と い う こ と に な る と 思われる 。 ま た

の損害額 と 関係な く 給付が な される ため 、

8。

一見 、 こ れ ら の取引 に対 しては 、 保険法の規定は適用 さ れない こ と にな り そ う であ る が9 、

保険法の規定を個別に見てい く と 、 こ れ ら の取引 に適用 した方が よ い と 思われ る も の も存

在する 。 まず 、 ①の例においては 、 契約者 と 被保険者的な地位に あ る者 と が異なっ てい る

場合には 、 モ ラ ル リ ス ク を排除する た め 、 被保険者的な地位に あ る者の 同意を要求すべき

すべき であ る よ う に思われる 10。 仮に こ の取引 が ｢保険｣ ではな く 、 保険法 38 条が直接適

6 そ の よ う な検討の例 と し て 、 森田巣 ｢射倖契約はなぜ違法なのか ? ｣ NBL849 号 35 頁 、
38 - 42 頁 (2007 年) を参照。 森田 は 、 あ る 取引 の有効 ･ 無効を ｢射倖契約｣ と い う 概念に

よ り 判断 し よ う と する アプ ロ ーチに対 して 、 問題点をかえ っ て不明瞭にする危険性があ る
と も批判 してい る (同 42 頁 ) 。 山下 ･ 前掲 (注 1 ) 242 頁注 26 、 山下 ･ 前掲 (注 3) 24 頁
も 参照。 山下 と 森田 の見解の対比について 、 神谷高保 『被保険利益 と 利得禁止原則-利得
禁止原則を適用する か杏かの判定基準｣ 『 中西正明先生喜寿記念論文集 保険法改正の論
点』 103 頁 (2009 年 、 法律文化社) を参照。

7 なお 、 竹濾修 ｢ フ ァ イ ナイ ト 保険の法的性質｣ 立命館法学 3 10 号 2 1 0 頁 、 222 頁 ( 2006
年) は 、 ｢危険を 引 き 受け る射倖契約性があ る契約において 、 合理的な リ ス ク 処理方法を採
らずに有償で リ ス ク 移転を行 う 内容が あ る と き は 、 相手方に対 して経済的な保障を行え る
実質のない事業を行 う こ と にな る ので 、 場合に よ っ て 、 詐欺や公序良俗違反の契約 と な る
こ と が考え られ｣ る と する が 、 暴利行為に 当 た る よ う な場合であれば と も か く 、 単に相手
方への支払いが滞る可能性が高い と い う だけで詐欺を超えて公序良俗に反する と ま では言

いがたい よ う に思われる 。

8 山下 ･ (注 3) 22 頁。

9 こ の場合、 こ れ ら の取引 が保険法 2 条 1 号にい う ｢保険契約｣ に該当する と し て も 、 同法
L 条の ｢保険｣ ではない と 説明する こ と にな ろ う 。 山下友信 ｢保険の意義 と 保険契約の類型
-定額現物給付概念について ｣ 『 中西正明先生喜寿記念論文集 保険法改正の論点』 3 頁

( 2009 年 、 法律文化社) 参照。

10 こ の ほか、 本文の よ う な取引 を 、 収支相等の原則は確保 さ れる規模で、 し か し契約者ご
と に ｢保険料｣ を全 く 区別せず、 給付反対給付均等の原則を充足する意図な く し て行 う 場
合に も 同様の問題があ る 。 なお 、 吉澤 ･ 前掲 (注 2) 53 頁は 、 同原則は保険の要件ではな
い と してい る ため 、 こ の見解に よれば、 こ の よ う な取引 に も保険法の規定が問題な く 適用

さ れる こ と に な る 。
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用 されない と し て も 、 同条の類推適用 の余地ま でが否定 さ れ る わけではなかろ う n。 ま た 、

②や③の例については 、 現実に発生する損失の額を給付額が上回 る可能性が あ り 、 利得禁

止原則の適用が問題 と な る 。 こ の点 、 いわゆ る狭義の利得禁止原則はモ ラルハザー ドの抑

止 を 目 的 と す る ための制度であ り 、 ③に関 し て は ト リ ガー と な る事実が気温の変動等 、 人

為的に操作 し得ない も のであ る ため 、 同原則 を適用する必要はない と 指摘 さ れてい る 12。 こ

こ か らす る と 、 逆に②の取引 において は ト リ ガー と な る事実を人為的に発生 させ う る た め 、

同原則を適用 ない し類推適用する必要が あ る と も 考え られ る 13。

以上の よ う に 、 個別の規定の類推適用 の可能性を考慮する と 、 あ る 取引 が ｢保険｣ であ

る のか否か と い う こ と は 、 保険契約法の適用 については 、 も ち ろ ん全 く 無意味ではないが 14、

決定的な問題ではない と も い え よ う 1 6。

3 . 保険監督法

次に 、 保険監督法の適用 について検討す る 。 あ る 事業が ｢保険業｣ であ る と さ れ る と 、

内 閣総理大臣か ら の免許を受けた者でな ければ行 う こ と ができ な く な り (保険業法 3 条 1

項) 、 こ れを行 う 事業者は組織、 経理、 事業範囲や業務内容等に関 して特別の規制の適用 を

受 け 、 金融庁の監督に服す る と い っ た効果が生 じ る 。 そ し て 、 こ れ ら の公法的な監督規制

については、 保険契約法の よ う な柔軟な解決は取 り に く いため 、 あ る事業が ｢保険｣ の ｢ 引

受 け を行 う 事業｣ ( 同法 2 条 1 項) か否か と い う こ と は重要な意味を持ち う る が 、 その際に

も 、 保険の本質は何か と い う 議論のみな らず 、 こ れ ら の規制 を適用する必要性の存否を考

え る 必要が あ ろ う 。 こ こ では 、 前出の①や②の よ う に典型的な保険取引 の要素 を欠 く 取引

に加 えて 16 、 保険取引 の要素を具備 してい る に も かかわ らず保険契約 と し て構成 されていな

い取引への適用 を検討する 。

1 1 なお 、 被保険者の同意についての規定は、 公序に関する規定であ り 、 強行規定であ る と
さ れてい る (萩本修編 『一問一答保険法』 17 1 頁 (商事法務、 2009 年) ) 。

1 2 山下 ･ 前掲 (注 3) 23 - 24 頁以下を参照。 こ の議論は、 人為的に操作 し得ない事由 を保

険事故 と する保険について も利得禁止原則の適用 を否定する可能性を含むも のであ る 。 こ

の点の 当否には、 本稿では立ち入 ら ない。

1 3 なお 、 同原則の強行規定性に関する議論には、 本稿では立ち入 ら ない。 こ の点について

は 、 山下 ･ 前掲 (注 3) 389 - 39 3 頁を参照。

1 4 あ る 取引 が ｢保険｣ であ る こ と に な る と 保険法の規定が ワ ンセ ッ ト で適用 さ れる こ と に
な る のに対 して 、 ｢保険｣ ではない と い う こ と にな る と 個々 の規定ご と に類推適用の是非を

検討する こ と にな る ため 、 あ る取引 が ｢保険｣ であ る のか否かは思考経済 と い う 観点か ら
意味を持つ (個別の検討の結果 と して 、 ほ と ん どの規定を類推適用すべき であ る と い う の

であれば、 そ の取引 は も はや ｢保険｣ であ る と 理解 した上で、 ただその特質に応 じて適用

を除外すべき 規定も あ る と 捉え る こ と も で き よ う ) 。 さ ら に 、 裁判所が類推適用 と い う 手法
を容易 には認めない と する と 、 実質的な違い も生ずる こ と に な ろ う 。

1 5 山下 ･ 前掲 (注 3) 9 頁参照。

16 ③のデ リ バテ ィ ブ取引 については 、 各業法の明文規定 (保険業法 98 条 L 項 6 号、 銀行法
10 条 2 項 12 号 14 号等) に よ り 適用 関係が整理 さ れてい る た め 、 こ こ では取 り 上げない。
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まず 、 ①や②の よ う に収支相等の原則や給付反対給付均等の原則が確保 さ れていない杜

撰な運営に よ っ て保険の よ う な事業が行われてい る場合については 、 典型的な ｢保険｣ 取

引 であ る と は言いがたい。 し か し 、 規制の実効性 と 顧客の保護 と い う 観点か ら は 、 こ の よ

う な事業を行 う 業者に対 し て も 監督を及ぼすべき であ り 、 両原則の充足 を厳格に要求する

べき ではない と の指摘がな さ れてい る 17。

ま た 、 典型的な保険取引 と 同 じ よ う な効果を持つ取引 を保険 と い う 形を と ら ない取引 と

し て仕組め る場合、 た と えば④家電販売業者に よ る製品保証や⑤会員制の 自 動車救援サー

ビス な どについては 、 こ れ ら の事業が ｢保険業｣ に あた り 、 保険業の免許を取得 し ていな

い業者は行い得ないのではないか と い う こ と が問題 と な る 。 こ の 問題は、 ｢保険｣ と は リ ス

ク 移転のみを行 う 取引 であ り 、 他の契約に付随す る リ ス ク 移転は ｢保険｣ ではない と い う

観点 (保険の 自 律性) か ら整理 さ れ る こ と が あ る が (④は保険ではないが 、 ⑤は保険であ

り う る と い う こ と に な ろ う ) L 8 、 リ ス ク 移転のみを行 う 取引 を ｢保険｣ と 位置づけ る 実質的

理由 が示 さ れ るべき であ ろ う 。 説明 の一つ と し て は 、 他の契約 と 密接に 関連 した リ ス ク の

移転が問題 と な る場合、 当該 リ ス ク 移転取引 を ｢保険業｣ と し て保険会社に独 占 さ せる と 、

取引 コ ス ト が増加 し て非効率であ る と い う も のが考え られ る 。 こ の よ う な観点か らすれば、

自 動車救援サー ビス について も 、 それに特化 し た事業者の参入の余地を認めた方が競争政

策 と し て望ま しい と み る こ と がで き よ う 。 も っ と も 、 保険業法の適用 に際 して は 、 こ の よ

う な競争政策的な観点のみな らず 、 顧客保護の観点か ら の事業者に対する監督の必要性 と

い う 観点 も 重要であ る 。 こ の監督の必要性は 、 当該業者が約定の債務を履行せずに破綻 し

た場合の影響の大き さ 等か ら判断 される こ と に な ろ う 19。

なお 、 ④や⑤の よ う な取引 を保険会社が行 う こ と も でき る か と い う 問題 も存在す る が 、

こ の点については 、 ｢保険｣ と し て構成する こ と ができ 、 その リ ス ク を保険会社が管理する

こ と がで き る のであれば、 他業禁止の趣旨 (保険業法 100 条) か ら も 、 否定す る必要はな

い と いえ よ う 。

1 7 山 下 ･ 前掲 (注 3) 9 - 1 1 頁。

18 吉澤卓哉 ｢保険の仕組み｣ 田村祐一郎=高尾厚= 岡 田大志 『保険制度の新潮流』 (千倉書
房、 2008 年) 50 頁。

19 なお 、 金融庁に よ る ｢少額短期保険業者向 けの監督指針｣ m - 1 - 1 ( 1 ) の (注 1 )

お よ び (注 2 ) では 、 ｢一定の人的 ･ 社会的関係に基づき 、 慶弔見舞金等の給付を行 う こ と

が社会慣行 と して広 く 一般に認め られてい る も ので 、 社会通念上その給付金額が妥当 な も

の は保険業には含まれない。 上記の ｢社会通念上その給付金額が妥当 な も の ｣ と は 、 lo 万

円 以下 と する 。 ｣ 、 ｢予 め事故発生に関わ らず金銭を徴収 して事故発生時に役務的なサー ビス

を提供する形態については 、 当該サー ビス を提供する約定の内容、 当該サー ビス の提供主

体 ･ 方法、 従来か ら 当該サー ビス が保険取引 と 異な る も の と し て認知 されてい る か否か、

保険業法の規制の趣旨等を総合的に勘案 して保険業に該当する か ど う かを判断する 。 なお 、

物の製造販売に付随 し て 、 その顧客に 当該商品の故障時に修理等のサー ビス を行 う 場合は、

保険業に該当 し ない。 ｣ と さ れてい る 。 最後の点について監督の必要性を否定す る根拠は 、

明確ではない。
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4 . 租税法

ま た 、 あ る 取引 が ｢保険｣ であ る か否かは、 当該取引 の租税法上の扱いに も影響 し う る 。

た と えば、 あ る 法人が損害保険に加入する と 、 支払保険料は全額損金に算入 さ れ、 保険事

故の発生に よ り 保険金が支払われ る と 、 保険事故に よ る損害額を損金に算入す る一方で受

取保険金を益金に参入する と い う 処理が行われる のが原則であ る 20。 では 、 典型的な保険の

要素を欠いてい る に も かかわ らず ｢保険｣ と し て構成 されてい る取引 について も 、 常に こ

の よ う な租税法上の扱いがな さ れ る だろ う か。 こ こ では 、 いわゆ る フ ァ イ ナイ ト保険を例

に考えてみ る 。

フ ァ イ ナイ ト 保険について確定 した定義は存在 し ないが 、 オー ダー メ ー ドの長期契約で

あ り 、 保険会社の保険料投資収益の発生を前提に保険料が割引 かれてい る 、 保険引受 リ ス

ク が移転する部分 と 移転 し ない部分 と の組み合わせか ら構成 さ れてい る 、 企業 と 保険会社

間でプ ロ フ ィ ッ ト シ ェ ア リ ン グが行われ 、 保険成績が よ ければ保険料の一部が返還 さ れ 、

逆に悪ければ追徴 され る と い っ た特徴を有 してい る と さ れ る 2 1。 こ の取引 は、 保険引受 リ ス

ク の移転度合いが少ない ( ま っ た く 移転 し ない も の も あ る ) と い う 点22 、 ま た 同質の リ ス ク

が多数存在 し ない場合にヘ ッ ジャ ー間の通時的分散の手法 と し て用い られる こ と が多いた

め23 、 大数の法則に よ る リ ス ク の分散を利用 していない24 こ と が あ る と い う点で 、 典型的な

保険 と は異なっ てい る 。 特に 、 租税法 と の関係では 、 保険成績が よ ければ保険料の一部が

返還 さ れる ため 、 保険契約者に よ り 支払われる金銭は保険料ではな く 預け金の性質を持つ

も のであ り 、 当該部分については損金算入ではな く 資産計上すべき であ る と さ れ る こ と が

あ る 25。 すなわ ち 、 国税不服審判所は、 平成 17 年 7 月 20 日 付の審決に よ り 、 ｢損害保険契

約におけ る保険料は 、 通常 、 保険者が保険期間 中 に保険 リ ス ク を負担する対価 と し て支払

われる も のであ り 、 こ のため 、 保険者は 、 保険事故が発生せず保険金の支払いが ない場合

で も 、 受領 した保険料を被保険者へ返還する必要はない ｣ と こ ろ 、 保険事故不発生時に保

険契約者 ( 出再者) に返還 さ れる 分に相 当す る保険料は ｢ 出再者に と っ て預託金の性格を

有 し てお り 、 受再者が保険期間 に応 じて保険 リ ス ク を負担する対価 と は認め ら れない｣ と

20 渡辺格泰 『 フ ァ イ ナ ンス課税』 194- 19 5 頁 (有斐閣 、 2006 年) 。
2 1 吉澤卓哉 『企業の リ ス ク ･ フ ァ イ ナ ンス と 保険』 (千倉書房、 200 1 年) 19 頁。 吉澤 ･ 前
掲 (注 2) 7 7 頁では 、 ｢多数年の保険契約で、 保険者が引 き 受け る リ ス ク が限定的 (五n1te )
で あ る代わ り に 、 保険契約当事者間…で保険利益を分配する仕組みにな っ てい る保険｣ と
さ れてい る 。

22 保険会社には、 タ イ ミ ン グ リ ス ク と 資産運用 リ ス ク が移転する 。

23 吉澤 ･ 前掲 (注 2) 96 頁。

24 竹濱 ･ 前掲 (注 7) 2 10 頁。

25 租税法上の扱いに言及 して はいないが 、 竹濱 ･ 前掲 (注 7) 223 頁 も 参照。
なお 、 ア メ リ カ では 、 フ ァ イ ナイ ト 保険においては保険者への保険引受 リ ス ク の移転が

限定的であ る 点が問題 と さ れてい る よ う であ る (吉澤 ･ 前掲 (注 2 1 ) 53 頁 、 竹濱 ･ 前掲 (注
7) 2 13 頁等参照) 。 日 米の着眼点の相違も興味深い。
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して 、 その損金算入を否定 してい る 26。 ま た 、 東京地判平成 20 年 1 1 月 27 日 判例時報 2037

号 22 頁は 、 国内損保会社が海外子会社 と の再保険契約を経由 して グループ外の海外再保険

会社 と フ ァ イ ナイ ト 再々 保険契約を締結 し た事案について 、 海外子会社に対す る支払再保

険料については損金算入を認めつつ27 、 海外子会社 と グループ外海外再保険会社 と の間の フ

ァ イ ナイ ト 再々保険契約については 、 傍論 と して 、 ｢ た し かに 、 本件フ ァ イ ナイ ト 再保険契

約の再保険料の う ち の EAB 繰入額は、 預け金 と し ての性格を有する も の と も解 し得る ｣ と

述べてい る 28。

以上の よ う な扱いが租税法上適切であ る のか否かを判断する能力は、 報告者にはない29。

本報告の主題に と っ て参考 と な る のは 、 上記の判 ･ 審決例で問題 と さ れてい る の は 、 あ く

ま で フ ァ イ ナイ ト 保険の支払保険料について損金算入が認め られ る か否か と い う こ と であ

り 、 同保険が ｢保険｣ であ る のか否か と い う こ と ではない と い う 点であ る 。 損金算入の可

否の問題は 、 ま さ に租税法上いかな る場合に損金算入を認め るべき か と い う 点か ら判断 さ

れるべき であ り 30 、 た と えば当該フ ァ イ ナイ ト保険が大数の法則に よ る リ ス ク の分散を利用

していない と して も 、 その こ と が租税法上の考察に影響すべき ではない3 1。 ま た 、 逆に租税

法上、 支払保険料の損金算入が否定 された と し て も 、 その こ と は保険業法上、 フ ァ イ ナイ

ト 保険が ｢保険業｣ に 当 た ら ない と い う こ と を意味す る も のではな く 、 合理的に リ ス ク を

負担でき る のであれば、 保険会社が本業 と して行 う こ と を認め るべき であ ろ う 32。

26 水野忠恒 ｢ フ ァ イ ナイ ト保険にかかる課税関係のあ り 方｣ International Taxatlon 27 巻
9 号 50 頁 (2005 年) において紹介 さ れてい る 。

27 そ の理由 と し て は 、 本件での再保険契約 と フ ァ イ ナイ ト 再々 保険契約に よ る 一連のス キ

ーム は 、 保険事故発生時の グループ会社を含めた単年度決算収支の著 しい悪化を回避 しつ
つ利益最大化を図 る経済的に合理的な も のであ る ため 、 フ ァ イ ナイ ト 再々保険契約 と は異
な る 当事者間 におけ る異な る 内容の契約であ る再保険契約の再保険料について 、 フ ァ イ ナ

イ ト 再々 保険契約の保険料の損金該当性 と 同一に判断 し な ければな ら ない理由 はない と い
う こ と が挙げ られてい る 。

28 判例時報 2037 号 28 頁。

29 なお 、 水野 ･ 前掲 (注 26) 62 頁は 、 フ ァ イ ナイ ト保険において保険事故不発生時に払い
戻 される保険料は、 発生率を統計的に予測する こ と が 困難な損害について 、 当初の保険料
の設定が高額に過ぎたため に返却 される も のであ り 、 その よ う な再計算を内在する のが ま
さ に フ ァ イ ナイ ト保険であ り 、 こ の ｢再保険料は、 た と え高額であっ た と し て も 、 単に預
託金 と な る のではな く 、 やは り 、 対象事故…の リ ス ク に対応 した も のであ る ｣ と し て本文
の審決を批判 してい る 。

30 も っ と も 、 租税法上、 いかな る場合に損金算入を認め 、 いかな る場合に資産計上をすべ
き か と い う 点 について 、 明確な指針が与え られてい る わけではない こ と につ き 、 中里実 ｢法
人課税におけ る保険 と デ リ バテ ィ ブの境界｣ 『落合誠一先生還暦記念 商事法への提言』 925
頁 (商事法務 、 2004 年) を参照。

8 1 満期返戻金のあ る積立保険については、 保険 と いえ る か ど う かが議論 されてい る が ( 山
下 ･ 前掲 (注 6) 36 ‐ 37 頁) 、 法人税基本通達 9 - 3 - 9 は 、 保険であ る か ど う か と い う 議
論に立ち入る こ と な く 、 積立保険料に相当する金額について資産計上を要求 してい る 。
32 竹濱 ･ 前掲 (注 7) 224 頁。
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5 . 小括

以上の よ う に 、 法律上、 『保険｣ と い う 概念が 当該法律の適用 を画する要件であ る 場合、

そ の解釈に 当 た っ ては 、 一般的に保険の本質は何であ る か と い う こ と のみな らず 、 当 該法

律の趣旨 を考慮する必要が あ る 。

m . 典型的な保険 と 独 占禁止法の解釈

次に 、 典型的な保険取引 について何 ら かの規定が適用 さ れ る場合に 、 保険の機能を踏ま

えた解釈をする必要が あ る か と い う 問題の例 と し て 、 保険料カルテルに対する独 占禁止法

上の課徴金について 、 そ の算定の基準 と な る ｢売上額｣ の意義が問題 と な っ た最判平成 17

年 9 月 13 日 民集 59 巻 7 号 1950 頁を検討する 。

原審であ る東京高判平成 13 年 1 1 月 30 日 民集 59 巻 7 号 2009 頁は 、 ｢営業保険料の う ち

現実に保険金の支払に充て られた部分は 、 保険団体を形成す る 多数の保険契約者か ら集め

ら れ 、 当 初の保険契約に基づき 、 保険団体の構成員で事故に遭遇 し た保険契約者又はその

指定する被保険者に還元 さ れ る も ので 、 経済的には保険団体内部での資金の移動 と み る べ

き も のであ る 。 そ して 、 こ の資金の移動を 円滑適正に行 う こ と こ そが 、 機械保険等の引受

け と い う 損害保険会社の役務の 中心をなす も の と い う べき であ る ｣ と の理解に立っ て 、 営

業保険料か ら支払保険金に充て られた部分を控除 した残 り の部分を ｢売上額｣ と し て課徴

金額を算定 し た 。 最高裁は 、 こ の判断を覆 し 、 純保険料 と 付加保険料を合わせた営業保険

料全額が ｢売上額｣ であ る と した。

こ の最高裁判決に対 して は 、 保険会社が提供 してい る サー ビス は契約者か ら拠出 さ れた

純保険料か ら形成 され る基金の管理であ り 、 それに対応する ｢売上額｣ は原則 と し て付加

保険料であ る と する批判が 、 保険学の立場か ら な さ れてい る 33。 確かに 、 原審や こ の批判説

が指摘する よ う に 、 保険には 、 保険契約者間での リ ス ク 分散 と い う 側面が あ り 、 保険会社

は契約者が形成 し た共同備蓄の運営 と い う サー ビス を提供 してい る と い う 側面が あ る こ と

は否定でき ない。

しか し 、 こ の共同備蓄では保険金を賄い きれない場合には 、 保険会社は 自 ら の財産か ら

保険金を支払 う 義務を負 う のであ り 、 保険会社に リ ス ク が ま っ た く 移転 していないわけで

はない34 と い う こ と も 、 考慮する必要が あ る 36。 ま た 、 保険会社は 、 付加保険料率のみな ら

ず 、 純保険料率について も競争を し てい る のであ る か ら 、 こ の点を独禁法上考慮 し ないわ

33 井 口 富夫 『現代保険業研究の新展開 -競争 と 消費者利益』 63 一 72 頁 (N璽雪 出版 、 2008

年) 。 井 口 は 、 保険に よ っ て リ ス ク が保険者に移転 さ れ る わけではな く 、 リ ス ク は保険契約
者間で分散 さ れる のであ る と 指摘する 。 佐野誠 ｢判批｣ 損保研究 64 巻 3 号 179 頁 (2002

年) 、 同 68 巻 1 号 283 頁 (2006 年) も 参照。

34 吉澤 ･ 前掲 (注 2) 60 頁 、 7 6 頁。

35 山下 ･ 前掲 (注 6) 64 頁注 50 、 岡 田豊基 ｢損害保険料率カルテルを巡る課徴金の算定に
おけ る 売上額の意義｣ 神戸学院法学 36 巻 3= 4 号 57 1 頁 、 590 頁 (2007 年) 。
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け にはいかない と も指摘 さ れてい る 36。

も っ と も 、 保険会社が 、 共同備蓄の管理運営サー ビス に加 えて 、 共同備蓄が不足 し た場

合の リ ス ク 負担 と い う サー ビス を提供 し てい る と し て も 、 そ の対価が純保険料全額にな る

と は限 ら ない と も 思われる (場合に よ っ て は 、 こ の対価 も付加保険料に織 り 込まれてい る

と い う こ と も でき よ う ) 。 ま た 、 保険会社が純保険料率について競争を してい る と い う こ と

と 、 課徴金の算定基準を ど う する か と い う 問題が 、 当 然に リ ン ク すべき であ る と も 言い切

れない よ う に思われる 。

こ の よ う に考 えて く る と 、 保険の機能や保険事業に関する理解だけか ら 、 保険会社に対

す る独 占禁止法上の課徴金の算定基準を決定する こ と は難 しい。 最高裁の結論を批判する

のであれば、 それは保険の機能 と は何か と い う 観点のみか ら ではな く 、 課徴金額 と し ての

不適切性を指摘する必要があ る よ う に思われる 37。 最高裁は、 課徴金制度の 目 的 を不当利得

の剥奪 と す る原審の構成を退け 、 同制度は違法行為の抑止のための制裁であ る と 位置づけ

て い る 。 こ の前提を受 け入れた場合、 問題 と すべき なのは 、 営業保険料か ら支払保険金を

控除 した額を 『売上額｣ と し ない と 過剰な制裁38に な っ て し ま わないか、 逆に 、 そ の よ う に

解する と 抑止力が過少になっ て し ま わないか と い う 点であ ろ う 39。

N . 終わ り に

以上で見て き た よ う に 、 ｢保険｣ と い う 取引 ･ 制度を ど う 捉え る か と い う 問題は重要な も

のではあ る が 、 個 々 の法規定の適用 に際 し ては 、 そ の議論か ら 直接何 ら かの結論を導き う

る と は限 ら ない。 典型的な保険 と は どの よ う な も のであ り 、 ま た どの よ う な機能を有 して

い る のか と い う こ と を前提 と は しつつ も 、 当 た り 前の こ と ではあ る が 、 当該法規の趣旨 ･

効果を踏ま えて 当該法規をいかな る場合に適用すべき か と い う 観点か ら の法解釈が必要で

あ ろ う 40

36 遠藤美光 ｢判批｣ ジ ュ リ ス ト 1224 号 253 頁 、 2 55 頁 (2002 年) 。

37 最高裁は、 課徴金納付命令の機動的な発動のため には課徴金額の算定が容易であ る こ と

が望ま しい と い う 観点か ら 、 当該企業の会計処理上、 収益項 目 に計上 さ れてい る か ど う か

と い う 点 を基準 と して ｢売上額｣ を判断する こ と と し 、 課徴金額 と しての適切性を個別に

は検討 しない と い う 割切 り を した も の と 評価でき る (杉原則彦 ｢判解｣ ジュ リ ス ト 13 16 号

166 頁 、 167 頁 (2006 年) 参照) 。 こ れ も 一つの政策的判断であ り 、 最高裁を批判する ため

には 、 執行の容易性 と 制裁の過剰性の比較検討も必要 と な る 。

38 カルテルが行われる こ と に社会的意義は全 く ない と する と 、 過剰 ｢抑止 ｣ と な る こ と は

考えがたい と し て も 、 制裁が過大であ る と 、 そ の後の被制裁者の社会的に有益な活動が制

約 さ れすぎて し ま う と い う 問題が あ る 。 こ のマイ ナス と 、 制裁を重 く す る こ と に よ り カル

テル行為の減少 と い う プラ ス を比較する こ と に な ろ う 。

39 仮に 、 本来は ｢売上額｣ = 営業保険料-支払保険金額 と 解 さ な ければな ら ない と す る と 、

抑止効果を発揮 させる ため に ｢売上額｣ = 営業保険料 と 読み替え る のは問題があ る かも し

れないが 、 後者が こ と さ ら 不 自 然な解釈 と い う わけではな く 、 こ の よ う な問題はない と い

え よ う 。

40 そ のため 、 個別の法律について ｢保険｣ と い う 概念が要件 と し て用 い ら れてい る場合で
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あ っ て も 、 問題 と な る 法規が違えば異なっ て解釈 さ れ る可能性は否定でき ない。
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